
別府大学短期大学部収容定員関係学則変更届出書

令和7年7月24日

　　文 部 科 学 大 臣　殿

届出者の職名及び氏名　学校法人別府大学　理事長　二宮滋夫　　　　　　　〇

　このたび，別府大学短期大学部の収容定員に係る学則を変更することについて，学校教育法第
４条第２項及び学校教育法施行令第２３条の２第１項の規定により，別紙書類を添えて届け出ま
す。なお，届出の上は，確実に届出に係る計画を履行します。

別記様式第１号の２

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）
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ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）
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　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）
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ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）
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ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）
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27 大学設置基準別表第一イに定める基幹
教員数の四分の三の数　9人
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初等教育科
人 人 人 人

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

13 6 6 2

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

小計（ａ～ｂ）
6 2

（13） （6） （6） （2）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 0 0

学部等の名称
基幹教員

助手
基幹教員以外の
教 員
（助手を除く）教授 准教授 講師 助教 計

教育
課程

新設学部等の名称
開設する授業科目の総数

卒業要件単位数
講義 演習

計

実験・実習 計

看護学部　看護学科

同一設置者内における変
更 状 況
（ 定 員 の 移 行 ，
名 称 の 変 更 等 ）

令和8年4月　収容定員変更予定
　別府大学食物栄養科学部発酵食品学科　（△10）

年 人 年次
人

人

　初等教育科 2 180
（200）

－ 360
（400）

短期大学士
（教育学）

教育学 令和8年4月
第1年次

大分県別府市北
石垣82番地

年　月
第　年次

新 設 学 部 等 の 目 的

　別府大学短期大学部初等教育科の入学者数は、200名の入学定員に対し昨年度194名、本年度156名
と逓減している。今後、大分県の18歳人口が減少し、保育士・幼稚園教諭の社会的ニーズも縮小する
と見込まれること、高校生の四大志向が強まりつつあることなどから、現在の入学定員を充足するこ
とが一層難しくなっていくと予想されるため

新
設
学
部
等
の
概
要

新 設 学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位 学位の分野
開設時期及
び開設年次

所在地

大 学 本 部 の 位 置 大分県別府市大字北石垣82番地

計 画 の 区 分 大学の収容定員に係る学則変更

フ リ ガ ナ ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ　ﾍﾞｯﾌﾟﾀﾞｲｶﾞｸ

設 置 者 学校法人　別府大学

大 学 の 目 的
建学の精神「真理はわれらを自由にする」に基づき、人間教育を基礎にして、人格の陶冶に努めると
ともに実際に即した専門的教育を施しもって、国家・社会の発展に寄与することができる有能な人材
を育成することを目的とする。

別記様式第２号（その１の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

フ リ ガ ナ ﾍﾞｯﾌﾟﾀﾞｲｶﾞｸタンキダイガクブ

大 学 の 名 称 別府大学短期大学部
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学生1人当たり納付金は、
上から食物栄養科、初等教
育科

0.98
≪0.97≫

平成
21年度

　国際経営学科 4 100 － 400 学士（経営学）

0.61
≪0.60≫

平成
21年度

 

国際経営学部
0.98

≪0.97≫

学士（栄養学） 0.92
≪0.91≫

平成
14年度

令和７年度入学定員
減

　発酵食品学科 4 50 － 200 学士
（食物バイオ学）

1.18
≪1.17≫

平成
12年度

食物栄養科学部
0.79

≪0.78≫
　食物栄養学科 4 60 7 284

　人間関係学科 4 70 － 280 学士（文学）

令和７年度入学定員
減
（△20人）

　史学・文化財学科 4 100 － 400 学士（文学） 0.97
≪0.94≫

平成
21年度

文学部
0.98

≪0.96≫

　国際言語・文化学科 4 80 － 380 学士（文学） 0.85
≪0.83≫

平成
21年度

学生納付金以外の維持方法の概要
私立大学等経常費補助金、特定公益増進法人（学校法人）に対する寄附金、学園全体の
資産運用収入等を充当する。

大 学 等 の 名 称 別府大学、別府大学短期大学部

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

経費
の見
積り
及び
維持
方法
の概
要

学位又
は称号

収 容 定 員
充 足 率

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人 倍
大分県別府市大字北
石垣82番地

第６年次

1,100千円 900千円 － 千円 － 千円 － 千円 － 千円

－ 千円 － 千円 － 千円 － 千円

1,120千円 920千円 － 千円 － 千円 － 千円 － 千円
学生１人当り

納付金

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 第５年次

経費
の見
積り

第３年次 第４年次 第５年次

図 書 購 入 費 500千円 500千円 500千円 － 千円 － 千円 － 千円

300千円 － 千円 － 千円 － 千円

第６年次

教員１人当り研究費等 250千円 250千円 － 千円

区　分 開設前年度 第１年次 第２年次

設 備 購 入 費 1,000千円 1,000千円 1,000千円

－ 千円 － 千円 － 千円

共同研究費等 300千円 － 千円

－ 千円

スポーツ施設等
スポーツ施設 講堂 厚生補導施設 大学全体

厚生補導施設㎡ ㎡ ㎡

計

図
書
・
設
備

新設学部等の名称

図書 学術雑誌 機械・器具 標本

　

〔うち外国書〕 電子ジャーナル

冊 〔うち外国書〕 種 〔うち外国書〕 点 点

　

8,496㎡ 29,376㎡ 52,174㎡

（14,302㎡） （8,496㎡） （29,376㎡） （52,174㎡）

教 室 ・ 教 員 研 究 室 教 室 室 教 員 研 究 室 室

校　　　舎

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

〔うち外国書〕 電子図書

別府大学（必要面積15,039
㎡）と共用

14,302㎡

合 計 22,628㎡ 72,932㎡

別府大学（必要面積21,740
㎡）と共用

校 舎 敷 地 22,628㎡ 62,459㎡ 5,483㎡ 90,570㎡

そ の 他 0㎡ 10,473㎡ 3,036㎡

計
17 9 26

（17） （9） （26）

8,519㎡ 104,079㎡

校
　
地
　
等

区　　　分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

13,509㎡

9 10

（1） （9） （10）

指 導 補 助 者
0 0 0

（0） （0） （0）

そ の 他 の 職 員
1 0 1

（1） （0） （1）

職　　　種 専　　属 その他 計

事 務 職 員

人 人 人

15 0 15

（15） （0） （15）

技 術 職 員
0 0 0

（0） （0） （0）

図 書 館 職 員
1

0 －

（19） （9） （6） （2） （36） （0） （－）
合　　　　計

19 9 6 2 36

ー基本計画書ー2ー



附属施設の概要

名  称：別府大学メディア教育・研究
センター
所在地：大分県別府市大字北石垣82番
地

平成18年4月

目的
情報教育と教育の情報化、学術の情報処
理、情報通信技術に関する研究及び支
援、メディア教材の開発及び支援、学内
外に提供する情報サービスシステムの研
究及び開発、本学のネットワークの管理
運営並びにネットワークに関する技術指
導及びセキュリティ全般に関すること、
情報通信技術を利用した地域連携の推進
することを目的とする。
規模等：建物面積1,372㎡

名　称：幼児・児童教育研究センター
所在地：大分県別府市大字北石垣82番
地

昭和56年4月

目的
幼児・児童の研究及びそれに基づく実践
的研究を推進し、専門性にすぐれた教
師、保育士の養成に努め、あわせて教育
及び研究に関する資料の充実を図り、地
域における幼児･児童教育の向上に資する
ことを目的とする。
規模等：42㎡

令和７年度入学定員
減
（△10人）

初等教育科 2 200 － 400 短期大学士
（教育学）

0.87
≪0.86≫

昭和
29年度

＜短期大学部＞

食物栄養科 2 40 － 90 短期大学士
（栄養学）

0.84
≪0.83≫

昭和
29年度

0.70
≪0.70≫

平成
16年度

食物栄養科学研究科

食物栄養学専攻
修士課程

2 10 － 20 修士（栄養学）

臨床心理学専攻
修士課程

2 10 － 20 修士（文学）

0.20
≪0.15≫

平成
18年度

0.40
≪0.35≫

令和
3年度

史学・文化財学専攻
博士後期課程

3 3 － 9 博士（文学） 0.22
≪0≫

令和
3年度

史学・文化財学専攻
博士前期課程
（修士課程）

2 10 － 20 修士（文学）

0
≪0≫

平成
10年度

日本語・日本文学専攻
博士後期課程

3 3 － 9 博士（文学） 0
≪0≫

平成
12年度

日本語・日本文学専攻
博士前期課程
（修士課程）

2 10 － 20 修士（文学）

1.03
≪1.03≫

令和
7年度

＜大学院＞

文学研究科

看護学部
1.03

≪1.03≫
　看護学科 4 80 － 80 学士（看護学）

既
設
大
学
等
の
状
況
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ー校地校舎図面ー1ー



0.2㎞

徒歩3分

（２）最寄駅からの距離、交通機関関係図（及び校舎・運動場等の配置図）
Ｎ

《文学部》国際言語・文化学科
史学・文化財学科
人間関係学科

《食物栄養科学部》
食物栄養学科
発酵食品学科

《国際経営学部》
国際経営学科

初等教育科

食物栄養科

大学・短大共用

校地面積 37,308㎡
（内 所有 37,308㎡）

位置：大分県別府市大字北石垣82番地

大学専用

［校舎］
３１・３３号館

校地面積 2,689㎡
（内所有 2,689㎡）

位置：大分県別府市大字北石垣字本林35番 外

大学・短大共用

［運動場］
野田グラウンド

校地面積 12,749㎡
（内 所有 12,749㎡）

位置：大分県別府市大字野田字ユノキ370番 外

位置：大分県別府市大字亀川字幸原1689番10 外

大学・短大共用

［運動場］
幸原テニスコート

校地面積 454㎡
（内 所有 454㎡）

大学・短大共用

［運動場］
本林テニスコート

校地面積 2,113㎡
（内 所有 2,113㎡）

位置：大分県別府市大字北石垣字本林10番

大学・短大共用

［校舎］

２１号館

位置：大分県別府市大字亀川字大藪1858-1 外

校地面積 7,535㎡
（内 所有 7,535㎡）

ＪＲ別府駅 ＪＲ別府大学駅 ＪＲ亀川駅ＪＲ大分駅

至 中津
ＪＲ日豊本線

0.2㎞

徒歩3分

0.8㎞ 徒歩10分

4㎞ バス15分

位置：大分県別府市大字北石垣竹ノ畑48-1 外

大学専用

［その他］
附属施設

大分香りの博物館

校地面積 2,794㎡

借用 2,794㎡）

0.3㎞ 徒歩5分

大学専用

2.8㎞ バス17分

車 10分

位置：大分県別府市上人ケ浜町787-１外

大学・短大共用

［その他］
留学生寮

その他面積 1,616㎡
（内 所有 1,616㎡）

大学・短大共用

［その他］
剣志寮

その他面積 931㎡
（内 所有 931㎡）

大学・短大共用

［その他］
ファンヴィレッヂ寮

その他面積 2,240㎡
（内 所有 2,240㎡）

位置：大分県別府市亀川幸原1689-1 外

隣接 徒歩1分

位置：大分県別府市大字北石垣竹ノ畑48-2 外

※駅に隣接

その他面積 1,890㎡

（内 所有 1,890㎡）

0.3㎞ 徒歩５分

別府大学 亀川キャンパス

0.3㎞ 徒歩５分

別府大学石垣キャンパス

2.3㎞ 徒歩37分

別府大学

短期大学部

隣接 徒歩1分

看護学部看護学科

0.3㎞ 徒歩5分

［校 舎］

［校 舎］

位置：大分県別府市大字北石垣字向ノ原1405番地15 外

［運動場］
中須賀テニスコート

校地面積 2,300㎡
（内 借用 2,300㎡）

0.7㎞

徒歩9分

位置：大分県大分市野田字中の原浦380番外

短大専用

［校舎］

校地面積 22,628㎡
（内 所有 22,628㎡）

別府大学 大分キャンパス

18㎞ 車45分

7㎞ バス30分

大学・短大共用

位置：大分県別府市大字内竈1430番

至 佐伯
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1号館

18号館
RC造4階建
1,524㎡

RC造4階建
2,824㎡

RC造5階建
2,276㎡

RC造5階建
4,293㎡

RC造4階建
2,486㎡

RC造5階建
2,884㎡

RC造5階建
2,992㎡

RC造4階建
1,372㎡

RC造8階建
3,874㎡RC造6階建

1,993㎡

RC造6階建
2,434㎡

RC造3階建
1,381㎡

プール

軽量鉄骨造平屋建
997㎡

RC造2階建
1,462㎡

剣道場

柔道場

S2階建
688㎡

S平屋建
234㎡

RC造6階建
1,154㎡

RC造平屋建
1,695㎡

RC造3階建
1,633㎡

RC造5階建
1,269㎡

RC造4階建
529㎡

※17、20号館は、
　附属幼稚園

RC造4階建
2,543㎡

駐輪場

職員宿舎

職員宿舎

駐
車
場

　　

２８号館
第２体育館

第１体育館

附属施設

（3）校舎の配置図（石垣キヤンパス）

                                                                                                                      　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　 

CB造2階建
327㎡

建物構造
　RC 鉄筋コンクリト造
　S  鉄骨造 
　CB コンクリートプロック造

　　　　　　　　　　　　　

変電室
RC平屋建
66㎡

(うち図書館
1,626㎡)

　１号館　大学講義室、演習室、研究室、大学事務局
　２号館　短大講義室、演習室、実験室、 実習室、研究室
　３号館　短大講義 室、演習室、 研究室、食堂
　４号館　大学・短 大講義室、演習室、実習室
１４号館　大学講義室、 演習室
１８号館　大学・短大講義室、 演習室、実験室、実習室、保健室
２２号館　大学実験室、 実習室、研究室
２３号館　短大講義 室、演習室、実験室、実習室、研究 室
２４号館　大学・短 大研究室、図書館、 法人事務部
２５号館　大学・短 大講義室、演習室、実 験室、実習室、研究室
３１号館　大学・大学院講義室、演 習室、実験室、実習室、研究室、別科
３２号館　大学講義 室、演習室、学生 ホール、入試広報課
３３号館　大学講義室、 演習室、実験室、実習室、研 究室
３４号館　大学 ・短大講義室、演習室、実 験室、実習室、研究室、キャリア支援センター
３５号館　大学講 義室、演習室、実験室、実習室 、研究室
３６号館　大学講義室、演習室、実験室、実習室、研究室
３７号館　大学 ・短大情報処理 教室、講義室、実習室、管理室
３９号館　大学講義 室、演習室、研究室 、図書館

上記建物は、校舎面積に含む

(３)校舎の配置図（石垣キャンパス）

校地 積 面 37,308㎡ 所有

校舎 積 面 38,327㎡ 所有

31号館

RC造3階建

1,653㎡

33号館

RC造 3階建

1,788 ㎡

共用部分を含む建物

4

 別府大学短期大学部の専用

18号館

1号館

24号館

37号館

39号館

32号館

34号館

RC造３階建
1,524㎡

RC造5階建
2,276㎡

2号館

23号館

19号館

3号館
RC造5階建
2,434㎡

RC造5階建
4,293㎡

RC造６階建
3,874㎡
（内図書館
1,626㎡）

RC造4階建
1,372㎡

35号館

36号館

 別府大学短期大学部と別府大学との共用

 
  

　　

（注）別府大学の専用校舎等には色付けしていない。 RC造5階建
2,992㎡

ー校地校舎図面ー3ー



（鉄筋平屋建 51㎡）

（鉄筋3階建 3,402㎡）

（鉄筋2階建 786㎡）

（鉄骨平屋建 132㎡）

（木造2階建 718㎡）

（鉄筋・鉄骨2階建 1,463㎡）

（３）校舎の配置図（大分キャンパス）

別府大学短期大学部校舎

校地面積　22,628㎡
校舎面積　 7,282㎡

※ 講義棟、福利厚生棟、研究棟、多目的大講義室、セミナーハウス、総合実技演習棟、守衛室は、校舎面積に含む。

■多目的大講義室

■セミナーハウス

■総合実技演習室

■研究棟

■教育棟

■福利厚生棟
（学生食堂）

■守衛室

（鉄骨２階建 730㎡）

講義棟

ー校地校舎図面ー4ー



              

 

                         
                                     
     

別府大学短期大学部初等教育科

別府大学短期大学部食物栄養科又は専攻科

別府大学と別府大学短期大学部と共用

別府大学の専用

別府大学短期大学部の専用

ー校地校舎図面ー5ー



大 学 共用大 学 共 用大 学 共 用大 学 共用学 看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 部

石 垣キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣キ ャ ン パ ス

１ 号 館 　 ２ 階１ 号館 　 ２ 階１ 号館 　 ２ 階１ 号 館 　 ２ 階

庇庇庇庇 屋上屋上屋上屋上

学長補佐室１学長補佐室１学長補佐室１学長補佐室１

学長補佐室２学長補佐室２学長補佐室２

学長補佐室３学長補佐室３学長補佐室３

学長補佐室４学長補佐室４学長補佐室４学長補佐室４

学部長室学部長室学部長室

給湯給湯給湯給湯

SKSSK

MWCMWCMWC

２ １２ １２ １２ １

２ ２２ ２２ ２２ ２

資料室２資料室資料室２

資料室３資料室３資料室３資料室３

資料室４資料室４資料室４

23232323

ロ ビ ーロ ビ ーロ ビ ーロ ビ ー

廊下廊下廊下 EVEVEV

Ａ 階段Ａ 階段Ａ 階段

資料室１資料室１資料室１

廊下廊下廊下廊下

休憩ｺ ﾅーー休憩ｺ ﾅーー休憩ｺ ﾅーー休憩ｺ ﾅーー

廊下廊下廊下

廊下廊下廊下廊下
準備室準備室準備室準備室

WWCWWCWWCWWC

Ｂ 階段Ｂ 階段Ｂ 階段Ｂ 階段

30㎡

30㎡

30㎡

30㎡

30㎡

64.80㎡

30㎡

23教室

21教室

22教室

23㎡

23㎡

23㎡

23㎡

64.80㎡

21.32㎡

13.3㎡

11.57㎡

11.31㎡
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大 学 共用大 学 共 用大 学 共 用大 学 共用学 看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 部

石 垣キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣キ ャ ン パ ス

１ 号 館 　 ３ 階１ 号館 　 ３ 階１ 号館 　 ３ 階１ 号 館 　 ３ 階

３ ３３ ３３ ３３ ３

３ ４３ ４３ ４

３ ５３ ５３ ５３ ５

３ １３ １３ １

３ ２３ ２３ ２３ ２

１ ３ ４１ ３ ４

１ ３ ５１ ３ ５

１ ３ ９１ ３ ９１ ３ ９１ ３ ９

１ ３ ８１ ３ ８

１ ３ ７１ ３ ７１ ３ ７１ ３ ７

１ ３ ６１ ３ ６１ ３ ６１ ３ ６

１ ３ １１ ３ １１ ３ １１ ３ １

１ ３ ２１ ３ ２１ ３ ２１ ３ ２

１ ３ ３１ ３ ３１ ３ ３１ ３ ３

WWCWWCWWCWWC

MWCMWCMWCMWC

SKSK

給湯給湯

開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下

Ｂ 階段Ｂ 階段Ｂ 階段Ｂ 階段

ｺﾐｭﾆﾃｨﾎー ﾙｺﾐｭﾆﾃｨﾎー ﾙｺﾐｭﾆﾃｨﾎー ﾙ

EVﾎー ﾙEVﾎー ﾙ

Ａ 階段Ａ 階段Ａ 階段Ａ 階段

EVEVEVEV

廊下廊下廊下廊下

33教室

34教室

35教室

31教室

32教室

134研究室

135研究室

136研究室

131研究室

132研究室

134研究室133研究室

136研究室

136研究室

136研究室

52.80㎡

52.80㎡

52.80㎡

39.60㎡

19.80㎡

39.60㎡

19.80㎡

19.80㎡

19.80㎡

19.80㎡

19.80㎡

19.80㎡

19.80㎡

19.80㎡
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総面積：2,824㎡　共用面積：565㎡

石 垣キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣キ ャ ン パ ス

１ 号 館 　 ４ 階１ 号館 　 ４ 階１ 号館 　 ４ 階１ 号 館 　 ４ 階

EVﾎー ﾙEVﾎ ﾙEVﾎ ﾙ EVEVEVEV

SKSKSK
MWCMWCMWC

４ ３４ ３４ ３４ ３

４ ２４ ２

４ ６４ ６４ ６４ ６

４ １４ １４ １４ １

４ ４４ ４４ ４４ ４

４ ５５４ ５

開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下

倉庫倉庫 Ｂ 階段Ｂ 段Ｂ 段Ｂ 階段

WWCWCWCWWC

廊下廊下廊下廊下

Ａ 階段Ａ 段Ａ 階段

44教室

52.80㎡

45教室 41教室

42教室

52.80㎡ 39.60㎡

39.60㎡

59.40㎡

43教室

211.20㎡

46教室

                                

総面積：２，８２４㎡　共有面積：５６５㎡

１号館合計
　大学・大学院・短大と共用　2,124㎡（内看護学部共用 522㎡）
  大学・大学院専用　　　　　　637㎡（内看護学部共用  43㎡）
  短大専用　　　　　　　　　　 63㎡

総 積：面 2,824㎡ 共 積：用 面 565㎡

19

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　

1号館面積　
　教室　　　　　　　856㎡
　研究室　　　　　　180㎡
　事務室、廊下等　1,788㎡
  合計　　　　　　2,824㎡

ー校地校舎図面ー8ー



81㎡

83㎡

142㎡

128㎡ 84㎡

137㎡

研究室

２２㎡

研究室

２２㎡

研究室

２２㎡

研究室

２２㎡

研究室

２２㎡

研究室

２２㎡

28㎡

研究室

２２㎡

65㎡ 65㎡ 65㎡

129㎡ 65㎡

129㎡ 72㎡

専攻科
 20㎡

専攻科
 22㎡

2号館面積合計　　1,993㎡
　内訳　教室461㎡　研究室196㎡　実験実習室767㎡
　　　　図書（書庫）83㎡　事務室、廊下等　486㎡　

ー校地校舎図面ー9ー



大 学 共用大 学 共 用大 学 共 用大 学 共用学 看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 部

石 垣キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣キ ャ ン パ ス

３ 号 館 　 １ 階３ 号館 　 １ 階３ 号館 　 １ 階３ 号 館 　 １ 階

３ 号館 　 中 ２ 階３ 号 館 　 中 ２ 階３ 号 館 　 中 ２ 階３ 号館 　 中 ２ 階

男子便所男子便所

掃除具入掃除具入掃除具入

演壇演壇演壇演壇

( 489. 18)( 489. 18)( 489. 18)

合併教室合併教室

DSDS

録音室録音室録音室風除室風除室風除室風除室

ロ ビ ーロ ビ ーロ ビ ーロ ビ ー

( 131. 58)( 131. 58)( 131. 58)( 131. 58)

控室控室控室

前室前室前室前室

倉庫倉庫

機械室機械室機械室機械室

音楽研究部音楽研究部音楽研究部音楽研究部

階段室階段室階段室階段室

廊下廊下廊下廊下煙突煙突煙突

電気室電気室 女子女子女子

便所便所便所便所 便所便所便所便所

男子男子男子男子

掃除掃除掃除掃除

短大と共用

506㎡

131.58㎡

15.74㎡

23.52㎡

5.91㎡
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３号館３F

F

３号館４F ３号館５F

　　　　　

　　　　　 　　　　　

３号館面積　
　教室　　　 　　1,177㎡
　研究室　　 　　   25㎡
　事務室、廊下等 1,232㎡
　合計　         2,434㎡

ー校地校舎図面ー12ー



絵画
実習室

126㎡

65㎡ 90㎡

実習室

　32㎡

院生研究室3

　　32㎡

49㎡

49㎡

35㎡

26㎡

36㎡

臨床心理
相談事務室
　 36㎡

32㎡ 32㎡ 33㎡ 33㎡

　実習室
　 32㎡

　実習室

　 24㎡

　実習室

　 74㎡

　実習室

　 71㎡

　実習室

　 71㎡

絵画
実習室
 
 92㎡

絵画
実習室

 92㎡

絵画
実習室
 65㎡

書道
実習室
 90㎡

　実習室

　 65㎡

　実習室

　 66㎡
34㎡ 65㎡

98㎡

71㎡

71㎡

32㎡

 441教室

(初等教育
科教室)

 442教室

(初等教育
科教室)

 443教室

(初等教育
科教室)

444教室
(初等教育
科教室)
　65㎡

445教室
(初等教育
科教室)
　66㎡

４号館面積　
　教室　　　　　  371㎡
　実験室等　　  1,301㎡
　事務室、廊下等  871㎡
  合計　　　　　2,543㎡　

ー校地校舎図面ー13ー



大 学 共用大 学 共 用大 学 共 用大 学 共用学 看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 部

石 垣キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣キ ャ ン パ ス

１ ８ 号 館 　 １ 階１ ８ 号 館 　 １ 階１ ８ 号 館 　 １ 階１ ８ 号 館 　 １ 階

１ ８ 号 館 　 ２ 階１ ８ 号 館 　 ２ 階１ ８ 号 館 　 ２ 階１ ８ 号 館 　 ２ 階

ｴﾝﾄﾗﾝｽｴﾝﾄﾗﾝｽｴﾝﾄﾗﾝｽ

男性男性男性男性

ﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚ
女性女性女性

ﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚ

ｷｬﾝﾊ゚ ｽｼｮｯﾌ゚ｷｬﾝﾊ゚ ｽｼｮｯﾌ゚ｷｬﾝﾊ゚ ｽｼｮｯﾌ゚ｷｬﾝﾊ゚ ｽｼｮｯﾌ゚

文化会文化会文化会

▽▽▽▽

ATMATMATMATM

ギャ ラ リ ーホールギャ ラ リ ーホールギャ ラ リ ーホールギャ ラ リ ーホール

吹抜吹抜吹抜吹抜
大学史展示室大学史展示室大学史展示室大学史展示室

廊下廊下廊下廊下

保健室保健室保健室保健室

48. 57㎡48. 57㎡48. 57㎡

63. 65㎡63. 65㎡63. 65㎡

診察室診察室診察室

15. 07㎡15. 07㎡15. 07㎡15. 07㎡

ﾎー ﾙﾎー ﾙﾎー ﾙ

50. 86㎡50. 86㎡
ｽﾎ゚ ﾂーｽﾎﾟ ﾂーｽﾎﾟ ﾂーｽﾎ゚ ﾂー

振興会振興会

役員室役員室役員室役員室

25. 12㎡25. 12㎡25. 12㎡25. 12㎡

役員室役員室

25. 12㎡25. 1 ㎡

倉庫倉庫倉庫倉庫

倉庫倉庫倉庫倉庫

倉庫倉庫倉庫

148. 15㎡148. 15㎡148. 15㎡148. 15㎡

116. 73㎡116. 73㎡116. 73㎡116. 73㎡

資料収蔵庫資料収蔵庫資料収蔵庫資料収蔵庫

42. 24㎡42. 24㎡42. 24㎡

Ｅ Ｖ ホールＥ Ｖ ホールＥ Ｖ ホールＥ Ｖ ホール

男男男
WCWCWCWC

WC女WC女WC女WC女

WCWCWCWC
優先優先優先

77.05㎡29.30㎡

29.30㎡
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石 垣キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣キ ャ ン パ ス

１ ８ 号 館 　 ３ 階１ ８ 号 館 　 ３ 階１ ８ 号 館 　 ３ 階１ ８ 号 館 　 ３ 階

１ ８ 号 館 　 ４ 階１ ８ 号 館 　 ４ 階１ ８ 号 館 　 ４ 階１ ８ 号 館 　 ４ 階

廊下廊下廊下廊下

考古資料保管庫１考古資料保管庫１考古資料保管庫１考古資料保管庫１

ﾗ ﾆーﾝｸﾞ ｺﾓﾝｽﾞﾗ ﾆーﾝｸﾞ ｺﾓﾝｽ゙ﾗ ﾆーﾝｸﾞ ｺﾓﾝｽﾞ

廊下廊下廊下廊下

演習室1841演習室1841演習室1841演習室1841演習室1842演習室1842演習室1842演習室1842
考古資料考古資料考古資料考古資料 研究室研究室研究室研究室

1844184418441844

研究室研究室研究室研究室

1843184318431843

演習室1831演習室1831演習室1831

42. 12㎡42. 12㎡42. 12㎡

作業室作業室作業室作業室

25. 63㎡25. 63㎡25. 63㎡25. 63㎡

ｱー ｶｲﾌﾞ ｽ゙ ｾﾝﾀｰｱー ｶ ﾌﾞ ｽ゙ ｾﾝﾀｰｱー ｶ ﾌﾞ ｽ゙ ｾﾝﾀｰ

36. 21㎡36. 21㎡

収蔵室１収蔵室１収蔵室１

25. 12㎡25. 12㎡25. 12㎡25. 12㎡

収蔵室２収蔵室２収蔵室２

21. 10㎡21. 10㎡

55. 80㎡55. 80㎡55. 80㎡

学生ｻﾎ゚ ﾄーﾙー ﾑ学 ｻﾎ゚ ﾄーﾙー ﾑ学生ｻﾎ゚ ﾄーﾙー ﾑ

18. 09㎡18. 09㎡18. 09㎡18. 09㎡

相談室相談室 相談室相談室相談室相談室

7. 58㎡7. 58㎡7. 58㎡ 7. 58㎡7. 58㎡

Ｅ Ｖ ホールＥ Ｖ ホールＥ Ｖ ホールＥ Ｖ ホール

Ｅ Ｖ ホールＥ Ｖ ホールＥ Ｖ ホール

保管庫２保管庫２

40. 20㎡40. 20㎡40. 20㎡40. 20㎡ 20. 10㎡20. 10㎡20. 10㎡ 20. 10㎡20. 10㎡20. 10㎡ 40. 20㎡40. 20㎡40. 20㎡40. 20㎡ 40. 20㎡40. 20㎡40. 20㎡40. 20㎡

90. 93㎡90. 93㎡

倉庫倉庫倉庫倉庫
WCWCWCWC

倉庫倉庫倉庫WC女WC女WC女WC女男男男
給湯給湯給湯給湯

男男男男
WCWCWCWC

給湯給湯

WC女WC女WC女WC女

7.38㎡ 7.28㎡

  

１８号館合計
　大学・大学院・短大と共用　950㎡（内看護学部共用 611㎡）
  大学・大学院専用　    　 　574㎡

総 積：面 1,524㎡ 共 積：用 面 611㎡

25

                                        
 

                                                     

       

１８号館面積　
　実習室・演習室　292㎡
　研究室　　  　　 40㎡
　収蔵庫等　　　　506㎡
　廊下等 　　 　　686㎡
  合計　　　　　1,524㎡

ー校地校舎図面ー15ー



        
   

19号館（第１体育館）
　面積　1,462㎡

ー校地校舎図面ー16ー



73㎡85㎡155㎡

ロッカー室
18㎡18㎡

研究室
17㎡

研究室
16㎡

研究室
15㎡

物品保管庫
20㎡

研究室
 16㎡

研究室
 16㎡

135㎡ 135㎡

85㎡

研究室
 16㎡

美術準備室
20㎡

140㎡
72㎡ 72㎡

72㎡
23号館
 教室・実習室　997 ㎡　
 研究室　　　　 96 ㎡
 その他　　　　288 ㎡
 合  計　　  1,381 ㎡　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　

23号館面積　　
　教室　　　　　  626㎡
　実習室　　　　　331㎡
　研究室　　 　　　96㎡
　事務室、廊下等  328㎡
  合計　　    　1,381㎡　　

ー校地校舎図面ー17ー



大 学 共 用大 学 共 用大 学 共 用大 学 共 用学 看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 部

石 垣キ ャ ン パ ス石垣キ ャ ン パ ス石垣キ ャ ン パ ス石 垣キ ャ ン パ ス

ﾘﾌﾄﾘﾌﾄﾘﾌﾄ

階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ
EVEVEVEV

階段Ａ階段Ａ階段Ａ

ホールホール

廊下廊下廊下

閲覧室閲覧室閲覧室閲覧室

62. 88㎡62. 88㎡62. 88㎡62. 88㎡

123. 42㎡123. 42㎡123. 42㎡123. 42㎡

女子便所女子便所女子便所女子便所

男子便所男子便所男子便所男子便所

閉架書庫閉架書庫閉架書庫閉架書庫

第２ 事務室第２ 事務室第２ 事務室第２ 事務室

２ ４ 号 館　 １ 階２ ４ 号 館　 １ 階２ ４ 号 館　 １ 階２ ４ 号 館　 １ 階

ｺﾝﾋﾟ ｭ ﾀー室ｺﾝﾋﾟ ｭ ﾀー室ｺﾝﾋﾟ ｭ ﾀー室ｺﾝﾋﾟ ｭ ﾀー室
設備機械室設備機械室設備機械室設備機械室

玄関玄関玄関玄関

風除室風除室風除室風除室

応接コ ーナー応接コ ーナー応接コ ーナー応接コ ーナー

ホールホールホールホール

階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ

階段Ａ階段Ａ階段Ａ
ﾘﾌﾄﾘﾌﾄﾘﾌﾄﾘﾌﾄ

EVEVEVEV

玄関・ 風除室玄関・ 風除室玄関・ 風除室玄関・ 風除室
39. 25㎡39. 25㎡39. 25㎡39. 25㎡

24. 91㎡24. 91㎡24. 91㎡24. 91㎡
151. 21㎡151. 21㎡151. 21㎡

10. 02㎡10. 02㎡10. 02㎡10. 02㎡

16. 44㎡16. 44㎡16. 44㎡16. 44㎡
62. 22㎡62. 22㎡62. 22㎡62. 22㎡ 54. 63㎡54. 63㎡54. 63㎡54. 63㎡

9. 00㎡9. 00㎡9. 00㎡9. 00㎡
65. 64㎡65. 64㎡65. 64㎡

廊下廊下廊下

第１ 事務室第１ 事務室第１ 事務室

47. 87㎡47. 87㎡47. 87㎡47. 87㎡

女子便所女子便所女子便所女子便所

男子便所男子便所男子便所男子便所

管理課管理課管理課管理課
資料室資料室資料室資料室

軽読書ｺ ﾅーー軽読書ｺ ﾅーー軽読書ｺ ﾅーー軽読書ｺ ﾅーー

２ ４ 号 館　 ２ 階２ ４ 号 館　 ２ 階２ ４ 号 館　 ２ 階２ ４ 号 館　 ２ 階

更衣更衣更衣更衣

348. 73㎡348. 73㎡348. 73㎡348. 73㎡

管理課（図書館）
倉庫

                                               

（図書館）

（図書館）

（図書館）

（図書館）

（図書館）
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ﾘﾌﾄﾘﾌﾄﾘﾌﾄﾘﾌﾄ

大 学 共 用大 学 共 用大 学 共 用大 学 共 用学 看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 部

石 垣キ ャ ン パ ス石垣キ ャ ン パ ス石垣キ ャ ン パ ス石 垣キ ャ ン パ ス

階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ
EVEVEVEV

階段Ａ階段Ａ階段Ａ

ホールホ ール
12. 29㎡12. 29㎡12. 29㎡12. 29㎡

廊下廊下廊下

湯沸湯沸湯沸湯沸

研究室408研究室408研究室408研究室408研究室407研究室407研究室407研究室407研究室406研究室406研究室406研究室406研究室405研究室405研究室405研究室405研究室403研究室403研究室403研究室403研究室402研究室402研究室402研究室402

研究室401研究室401研究室401

書庫書庫書庫書庫

廊下廊下廊下廊下

廊下廊下廊下廊下

廊下廊下廊下廊下

研究室409研究室409研究室409研究室409

研究室410研究室410研究室410研究室410

研究室411研究室411研究室411研究室411

研究室412研究室412研究室412研究室412

研究室413研究室413研究室413

研究室416研究室416研究室416研究室416研究室417研究室417研究室417研究室417研究室418研究室418研究室418研究室418研究室419研究室419研究室419研究室419

16. 05㎡16. 05㎡16. 05㎡ 16. 05㎡16. 05㎡16. 05㎡ 15. 96㎡15. 96㎡15. 96㎡ 15. 96㎡15. 96㎡15. 96㎡ 16. 05㎡16. 05㎡16. 05㎡ 16. 05㎡16. 05㎡16. 05㎡
44. 69㎡44. 69㎡44. 69㎡

24. 06㎡24. 06㎡24. 06㎡

24. 06㎡24. 06㎡24. 06㎡24. 06㎡

22. 49㎡22. 49㎡22. 49㎡22. 49㎡

22. 49㎡22. 49㎡22. 49㎡22. 49㎡

47. 83㎡47. 83㎡47. 83㎡47. 83㎡

17. 13㎡17. 13㎡17. 13㎡17. 13㎡17. 13㎡17. 13㎡17. 13㎡17. 13㎡17. 04㎡17. 04㎡17. 04㎡17. 04㎡17. 04㎡17. 04㎡17. 04㎡17. 04㎡

69. 84㎡69. 84㎡69. 84㎡69. 84㎡

24. 77㎡24. 77㎡24. 77㎡24. 77㎡

女子便所女子便所女子便所女子便所

男子便所男子便所男子便所

研究所415研究所415研究所415研究所415

階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ
EVEVEVEV

階段Ａ階段Ａ階段Ａ階段Ａ

ホールホ ールホ ールホール

廊下廊下廊下廊下

閲覧室閲覧室閲覧室閲覧室

倉庫倉庫倉庫

302演習室302演習室302演習室

49. 72㎡49. 72㎡49. 72㎡49. 72㎡

38. 00㎡38. 00㎡38. 00㎡38. 00㎡ 57. 81㎡57. 81㎡57. 81㎡57. 81㎡

266. 75㎡266. 75㎡266. 75㎡266. 75㎡

122. 97㎡122. 97㎡122. 97㎡122. 97㎡

女子便所女子便所女子便所女子便所

男子便所男子便所男子便所

館長室館長室館長室

閉架書庫閉架書庫閉架書庫

レ フ ァ レ ンス 室レ ファ レ ンス 室レ ファ レ ンス 室

２ ４ 号 館　 ３ 階２ ４ 号 館　 ３ 階２ ４ 号 館　 ３ 階２ ４ 号 館　 ３ 階

２ ４ 号 館　 ４ 階２ ４ 号 館　 ４ 階２ ４ 号 館　 ４ 階２ ４ 号 館　 ４ 階

                                           

       

     

閲覧室
363㎡     

ワロンルーム

                                               

（図書館）

（図書館）

（図書館）

（図書館）
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60. 44㎡60. 44㎡60. 44㎡60. 44㎡

大 学 共 用大 学 共 用大 学 共 用大 学 共 用学 看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 部

石 垣キ ャ ン パ ス石垣キ ャ ン パ ス石垣キ ャ ン パ ス石 垣キ ャ ン パ ス

階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ
EVEVEVEV

階段Ａ階段Ａ階段Ａ

廊下廊下廊下

廊下廊下廊下廊下

廊下廊下廊下廊下

湯沸湯沸湯沸湯沸

資料室資料室資料室資料室

理事長室理事長室理事長室

応接室応接室応接室

応接室応接室応接室応接室47. 95㎡47. 95㎡47. 95㎡47. 95㎡
32. 11㎡32. 11㎡32. 11㎡32. 11㎡

43. 56㎡43. 56㎡43. 56㎡43. 56㎡

46. 76㎡46. 76㎡46. 76㎡46. 76㎡

42. 05㎡42. 05㎡42. 05㎡42. 05㎡

19. 04㎡19. 04㎡19. 04㎡19. 04㎡

13. 17㎡13. 17㎡13. 17㎡13. 17㎡

25. 30㎡25. 30㎡25. 30㎡25. 30㎡

62. 28㎡62. 28㎡62. 28㎡62. 28㎡
33. 34㎡33. 34㎡33. 34㎡33. 34㎡

10. 25㎡10. 25㎡10. 25㎡10. 25㎡

男子便所男子便所男子便所男子便所

女子便所女子便所女子便所女子便所

応接室応接室応接室

経理課経理課経理課経理課

総務課総務課総務課

資料室資料室資料室資料室

機器室機器室機器室機器室

62会議室62会議室62会議室

常任理事室常任理事室常任理事室常任理事室

法人事務局長室法人事務局長室法人事務局長室法人事務局長室

階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ
EVEVEVEV

階段Ａ階段Ａ階段Ａ階段Ａ

ホールホールホールホール

廊下廊下廊下廊下

湯沸湯沸湯沸湯沸

書庫書庫書庫

廊下廊下廊下廊下

廊下廊下廊下

廊下廊下廊下

16. 05㎡16. 05㎡16. 05㎡16. 05㎡ 16. 05㎡16. 05㎡16. 05㎡16. 05㎡ 15. 96㎡15. 96㎡15. 96㎡15. 96㎡ 15. 96㎡15. 96㎡15. 96㎡15. 96㎡ 16. 05㎡16. 05㎡16. 05㎡16. 05㎡ 16. 05㎡16. 05㎡16. 05㎡16. 05㎡

22. 49㎡22. 49㎡22. 49㎡22. 49㎡

22. 49㎡22. 49㎡22. 49㎡22. 49㎡

47. 83㎡47. 83㎡47. 83㎡

17. 13㎡17. 13㎡17. 13㎡17. 13㎡17. 13㎡17. 13㎡17. 04㎡17. 04㎡17. 04㎡17. 04㎡17. 04㎡17. 04㎡

24. 77㎡24. 77㎡24. 77㎡
研究室501研究室501研究室501研究室501

研究室502研究室502研究室502 研究室503研究室503研究室503 研究室505研究室505研究室505 研究室506研究室506研究室506 研究室507研究室507研究室507 研究室508研究室508研究室508

研究室509研究室509研究室509研究室509

研究室510研究室510研究室510研究室510

研究室512研究室512研究室512研究室512研究室513研究室513研究室513研究室513研究室515研究室515研究室515研究室515研究室516研究室516研究室516研究室516

50. 50㎡50. 50㎡50. 50㎡50. 50㎡

92. 81㎡92. 81㎡92. 81㎡92. 81㎡

女子便所女子便所女子便所女子便所

男子便所男子便所男子便所男子便所

520会議室520会議室520会議室520会議室

511会議室511会議室511会議室511会議室

２ ４ 号 館　 ５ 階２ ４ 号 館　 ５ 階２ ４ 号 館　 ５ 階２ ４ 号 館　 ５ 階

２ ４ 号 館　 ６ 階２ ４ 号 館　 ６ 階２ ４ 号 館　 ６ 階２ ４ 号 館　 ６ 階

電話電話電話
交換室交換室交換室交換室

22. 53㎡22. 53㎡22. 53㎡

更衣室更衣室更衣室更衣室
女子女子女子女子

更衣室更衣室更衣室

女子女子女子女子
21㎡

印刷室
16㎡

                                               

（図書館）

第2

第2

第1

第3
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24号館面積　 
　研究室　　 　　  607㎡
　図書館　　   　1,626㎡
　事務室、廊下等 1,641㎡
  合計　         3,874㎡

ー校地校舎図面ー20ー



47㎡ 71㎡
42㎡

49㎡ 18㎡

研究室 研究室

17㎡ 58㎡

研究室

 18㎡　

研究室

 18㎡　

研究室

 18㎡　

研究室

 18㎡　

研究室

 18㎡　

研究室

 18㎡　

研究室

 18㎡　

研究室

 18㎡　

研究室

 18㎡　

研究室

 18㎡　

49㎡

36㎡

研究室

 18㎡　

研究室

 18㎡　

研究室

 18㎡　

研究室

 18㎡　

研究室

 18㎡　49㎡

25号館面積　
  実習室　　     　205㎡　
　研究室　　     　305㎡
　事務室、廊下等   644㎡
  合計　　　　　 1,154㎡

ー校地校舎図面ー21ー



       
  
   

26号館面積　
　剣道場　　688㎡
　柔道場　　234㎡
  合計　　　922㎡

ー校地校舎図面ー22ー



大 学 共用大 学 共 用大 学 共 用大 学 共用学 看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 部

石 垣キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣キ ャ ン パ ス

３ ２ 館 　 １ 階３ ２ 館 　 １ 階３ ２ 館 　 １ 階３ ２ 館 　 １ 階

３ ２ 館 　 Ｂ １ 階３ ２ 館 　 Ｂ １ 階３ ２ 館 　 Ｂ １ 階３ ２ 館 　 Ｂ １ 階

ﾎ゚ ﾝﾌﾟ 室ﾎ゚ ﾝﾌﾟ 室ﾎ゚ ﾝﾌﾟ 室ﾎ゚ ﾝﾌﾟ 室

受水槽置場受水槽置受水槽置受水槽置場

ﾎ゚ -ﾁﾎ゚ -ﾁﾎ゚ -ﾁﾎ゚ -ﾁ

学生ﾎ-ﾙ学生ﾎ-ﾙ学生ﾎ-ﾙ学生ﾎ-ﾙ

多目的室多目的室多目的室

EVEVEVEV M WCM WCM WCM WC

W WCW WC

158㎡

115㎡

入試広報課
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大 学 共用大 学 共 用大 学 共 用大 学 共用学 看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 部

石 垣キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣キ ャ ン パ ス

ﾎ-ﾙﾎ-ﾙﾎ-ﾙ

ﾎ-ﾙﾎ-ﾙﾎ-ﾙﾎ-ﾙ

３ ２ 館 　 ２ 階３ ２ 館 　 ２ 階３ ２ 館 　 ２ 階３ ２ 館 　 ２ 階

３ ２ 館 　 ３ 階３ ２ 館 　 ３ 階３ ２ 館 　 ３ 階３ ２ 館 　 ３ 階

階段 A階段 A階段 A

階段 B階段 B階段 B

EVEVEV

ｾ゙ ﾐ室( 1)ｾ゙ ﾐ室( 1)ｾ゙ ﾐ室( 1)

ｾ゙ ﾐ室( 2)ｾ゙ ﾐ室( 2)

ｾ゙ ﾐ室( 3)ｾ゙ ﾐ室( 3)ｾ゙ ﾐ室( 3)ｾ゙ ﾐ室( 3)

ｾ゙ ﾐ室( 4)ｾ゙ ﾐ室( 4)ｾ゙ ﾐ室( 4)ｾ゙ ﾐ室( 4)
ｾ゙ ﾐ室( 9)ｾ゙ ﾐ室( 9)ｾ゙ ﾐ室( 9)

資料室( 2)資料室( 2)資料室( 2)資料室( 2)

資料室( 1)資料室( 1)

廊下廊下廊下廊下

普通教室( 2)普通教室( 2)普通教室( 2)

普通教室( 1)普通教室( 1)普通教室( 1)

W WCW WCW WCW WC

M WCM WCM WCM WC

階段 A階段 A
EVEVEVEV M WCM WCM WCM WC

W WCW WCW WCW WC

廊下廊廊下

ｾ゙ ﾐ室( 5)ｾ゙ ﾐ室( 5)

ｾ゙ ﾐ室( 6)ｾ゙ ﾐ室( 6)ｾ゙ ﾐ室( 6)

ｾ゙ ﾐ室( 7)ｾ゙ ﾐ室( 7)ｾ゙ ﾐ室( 7)ｾ゙ ﾐ室( 7)

ｾ゙ ﾐ室( 8)ｾ゙ ﾐ室( 8)

階段 B階段 

普通教室( 4)普通教 ( 4)普通教 ( 4)普通教室( 4)

普通教室( 3)普通教 ( 3)普通教 ( 3)普通教室( 3)

69㎡

69㎡

21㎡

21㎡

21㎡

21㎡

21㎡

21㎡
26㎡

21㎡

21㎡

21㎡

21㎡

107㎡

107㎡

講義室300

講義室310
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石 垣キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣キ ャ ン パ ス

３ ２ 館 　 ４ 階３ ２ 館 　 ４ 階３ ２ 館 　 ４ 階３ ２ 館 　 ４ 階

３ ２ 館 　 ５ 階３ ２ 館 　 ５ 階３ ２ 館 　 ５ 階３ ２ 館 　 ５ 階

階段　 A階段　 A階段　 A階段　 A
EVEVEV

ﾎ-ﾙﾎ-ﾙﾎ-ﾙﾎ-ﾙ

M WCM CM CM WC

W WCW WCW WCW WC

大講義室( 1)大講義室( 1)大講義室( 1)大講義室( 1)

階段　 B階段　 B階段　 B

階段　 A階段　 A階段　 A階段　 A
EVEVEVEV

ﾎ-ﾙﾎ-ﾙﾎ-ﾙﾎ-ﾙ

W WCW C

M WCM WC

大講義室( 2)大講義室( 2)大講義室( 2)大講義室( 2)

階段　 B階段　 B階段　 B

329㎡

329㎡

大講義室500

大講義室400

３２号館合計
　大学・大学院・短大と共用　304㎡（内看護学部共用 273㎡）
　大学専用　　　　　　　　1,972㎡（内看護学部共用 765㎡）

総 積：面 2,276㎡ 共 積：用 面 1,038㎡

36

                             

                                                  

    
  

32号館面積　
　教室　　　　　　1,010㎡
　演習室等　　　　　210㎡
　事務室、廊下等  1,056㎡
　合計　　　      2,276㎡　　
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大 学 共用大 学 共 用大 学 共 用大 学 共用学 看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 部

石 垣キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣キ ャ ン パ ス

３ ４ 館 　 １ 階３ ４ 館 　 １ 階３ ４ 館 　 １ 階３ ４ 館 　 １ 階

３ ４ 館 　 ２ 階３ ４ 館 　 ２ 階３ ４ 館 　 ２ 階３ ４ 館 　 ２ 階

講義・ 演習室1-5講義・ 演習室1-5講義・ 演習室1-5講義・ 演習室1-5 講義・ 演習室1-4講 ・ 演習室1-4講 ・ 演習室1-4講義・ 演習室1-4講義・ 演習室1-3義 演習室1 3義 演習室1 3 講義・ 演習室1-2講義・ 演習 1-2講義・ 演習 1-2講義・ 演習室1-1講義・ 演習室1-1講義・ 演習室1-1

廊下廊下

就職指導室就職指導室就職指導室就職指導室 就職指導事務室就職指導事務室就職指導事務室就職指導事務室

閲覧室覧室覧室閲覧室

機械室機械室機械室

廊下廊下廊下

ポーチポーチポーチポーチ

部長室1部長室1部長室1部長室1 部長室2部長室2部長室2部長室2

ホールホールホール

倉庫倉庫倉庫

階段室1階段室1

EVﾎー ﾙVﾎー ﾙVﾎー ﾙEVﾎー ﾙ

個人相談室個人相談室個人相談室個人相談室

ﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚ ﾄｲﾚｲﾚｲﾚﾄｲﾚ ﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚ

講義室2-5講義室2-5 講義室2-4講義室2-4講義室2-4 講義室2-3講 室2-3講 室2-3講義室2-3

廊下廊下廊下廊下

講義室2-1講義室2-1講義室2-1

講義室2-2講義室2-2講義室2-2講義室2-2

廊下廊下廊下

階段室１階段室１階段室１階段室１

EVﾎ ﾙーVﾎｰ

ﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚ

ﾄｲﾚﾄｲﾚ

114㎡

155㎡114㎡114㎡114㎡

57㎡57㎡57㎡57㎡114㎡

25㎡ 25㎡

163㎡

20㎡

学長補佐室

相談室

20㎡

相談室 応接室

キャリア支援センター

　　　　

　111教室　  112教室　  113教室　  114教室　 　115教室　      

212教室213教室214教室215教室

211教室
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大 学 共用大 学 共 用大 学 共 用大 学 共用学 看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 部

石 垣キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣キ ャ ン パ ス

３ ４ 館 　 ５ 階３ ４ 館 　 ５ 階３ ４ 館 　 ５ 階３ ４ 館 　 ５ 階

コ ピ ー室コ ピ ー室コ ピ ー室

給湯室給湯室給湯室給湯室

講義室5-1講義室5-1講義室5-1講義室5-1

講義室5-2講義室5-2講義室5-2講義室5-2

廊下廊下廊下廊下

廊下廊廊

研究室1研究室1研究室1 研究室2研究室2研究室2 研究室3研究室3研究室3 研究室4研究室4研究室4 研究室5研究室5研究室5 研究室6研究室6研究室6

研究室7究室7研究室7 研究室8研究室8研究室8 研究室9研究室9研究室9 研究室10研究室10研究室10 研究室11研究室11研究室11 研究室12研究室1研究室12 研究室13研究室13研究室13 研究室14研究室14研究室14 研究室15研究室15研究室15 研究室16研究室16研究室16 研究室17研究室17研究室17 研究室18研究室18研究室18 研究室19研究室19研究室19

EVﾎー ﾙEVﾎーEVﾎーEVﾎー ﾙ

階段室１階段室１階段室１階段室１

ﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚ ﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚ

24㎡

24㎡

100㎡

57㎡

心理学実験・実習室

心理学準備室

521研究室

　25㎡

522研究室

　25㎡

523研究室

　25㎡

524研究室

　25㎡

525研究室

　24㎡

526研究室

　24㎡

527研究室

　24㎡

528研究室

　24㎡

529研究室

　24㎡

530研究室

　24㎡

531研究室

　24㎡

532研究室

　24㎡

533研究室

　24㎡

534研究室
　24㎡

535研究室
　24㎡

536研究室
　24㎡

537研究室
　24㎡

538研究室
　24㎡

539研究室
　24㎡

                                               

３４号館合計
　大学・大学院・短大と共用　396㎡（内看護学部共用 253㎡）
大学専用　　　　　　　　　3,897㎡（内看護学部共用 1,135㎡）

総 積：面 4,293㎡ 共 積：用 面 1,388㎡
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34号館面積　　　　　
　教室　　　　　　　1,831㎡
　実験室・演習室等　  499㎡　
　研究　  　　　　　  460㎡
　事務室、廊下等 　 1,503㎡
  合計　　　　　　　4,293㎡　
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大 学 共用大 学 共 用大 学 共 用大 学 共用学 看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 学 部 専 用看 護 部

石 垣キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣キ ャ ン パ ス

EVﾎｰﾙEVﾎｰﾙEVﾎｰﾙEVﾎｰﾙEV ｰﾙ

メ デ ィ ア プ ラ ザメ デ ィ ア プ ラ ザメ デ ィ ア プ ラ ザメ デ ィ ア プ ラ ザデ ィ プ ラ ザ

EVEVEVEVEV

3 9 . 4 0m239 . 40m2
39 . 40m23 9 . 4 0m29 . 0m

1 4 . 55 m21 4 . 55 m21 4 . 55 m1 4 . 55 m1 4 . 55 m

階 段 室階 段 室階 段 室階 段 室階 室

事 務 室事 務 室事 務 室事 務 室務

26. 34 m226 . 34 m226 . 34 m226 . 34 m26. 34 m

風 除 室風 除 室風 除 室風 除 室風 除 室

152 . 8 7m2152. 8 7 m2152. 8 7 m2152 . 8 7m21 . 8 7

サ ー バ 室サ ー バ 室サ ー バ 室サ ー バ 室ー 室

29 . 10m22 9 . 1 0m29 . 10m2 9 . 1 0m29 . 10m2 . 1

ｻｰﾊﾞ 管 理 室ｻｰﾊﾞ 管 理 室ｻｰﾊﾞ 管 理 室ｻｰﾊﾞ 管 理 室ｻｰ ﾞ 管 理 室

短 大 学 長 室短 大 学 長 室短 大 学 長 室短 大 学 長 室短 大 学 長

大 学 学 長 室大 学 学 長 室大 学 学 長 室大 学 学 長 室大 学 長 室
3 9. 4 0m239. 40m239. 40m3 9 . 4 0m9. 0m

16 . 9 7m216 . 97 m216 . 97 m216 . 9 7m216 7 m

空 調 機 械 室空 調 機 械 室空 調 機 械 室空 調 機 械 室空 機 械 室

廊 下廊 下廊 下廊 下廊 下

Ｗ ＣＷ ＣＷ ＣＷ ＣＷ
( 男 )( 男 )( 男 )( 男 )( )

Ｗ ＣＷ ＣＷ ＣＷ ＣＣ
( 女 )( 女 )( 女 )( 女 ))

前 室前 室前 室前 室室

音 声音 声音 声音 声音

ス タ ジ オス タ ジ オス タ ジ オス タ ジ オタ オ

映 像 ス タ ジ オ映 像 ス タ ジ オ映 像 ス タ ジ オ映 像 ス タ ジ オ映 ジ

82. 4 5m28 2 . 4 5m28 2 . 4 5m82 . 4 5m8 2 4 5

倉 庫倉 庫倉 庫倉 庫倉 庫
16. 9 7m216 . 9 7 m216 . 9 7 m16 . 9 7m16 9 7

4 6 . 07m246 . 07 m246 . 07 m24 6 . 07m26 . 7

62 . 1 0m26 2 . 10m26 2 . 10m262 . 1 0m26 2 0m

EVEVEV

階 段 室階 段 室階 段 室階 段 室階 段 室

デ ジ タ ル 編 集 室デ ジ タ ル 編 集 室デ ジ タ ル 編 集 室デ ジ タ ル 編 集 室デ ジ タ ル 編 室

映 像 編 集 室映 像 編 集 室映 像 編 集 室映 像 編 集 室映 像 集 室

8. 62m28 . 62m28 . 62m28 . 62m28 . m

教 材 製 作教 材 製 作教 材 製 作教 材 製 作教 製
ｽﾀｼﾞ ｵ１ｽﾀｼﾞ ｵ１ｽﾀｼﾞ ｵ１ｽﾀｼﾞ ｵ１ｽﾀｼﾞ ｵ１ｽﾀｼﾞ １

9 . 18m29 . 18m29 . 18m29 . 18m2. 18m

ｽﾀｼﾞ ｵ２ｽﾀｼﾞ ｵ２ｽﾀｼﾞ ｵ２ｽﾀｼﾞ ｵ２ｽﾀｼﾞ ｵ２ｽ ｼﾞ ｵ
教 材 製 作教 材 製 作教 材 製 作教 材 製 作材 製 作

３ ７ 館 　 １ 階３ ７ 館 　 １ 階３ ７ 館 　 １ 階３ ７ 館 　 １ 階

３ ７ 館 　 ２ 階３ ７ 館 　 ２ 階３ ７ 館 　 ２ 階３ ７ 館 　 ２ 階

大学事務局倉庫

入試広報事務局倉庫
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石 垣キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣 キ ャ ン パ ス石 垣キ ャ ン パ ス

階 段 室階 段 室階 段 室階 段 室階 段

EVEVEVEVEV
WCWCWCWCWC

( 男 )( 男 )( 男 )( 男 )( 男 WCWCWCWCWC

( 女 )( 女 )( 女 )( 女 )女 )

ホ ー ルホ ー ルホ ー ルホ ー ルル

操 作 室操 作 室操 作 室操 作 室作

前 室前 室前 室前 室前 室

メ デ ィ ア ホ ー ルメ デ ィ ア ホ ー ルメ デ ィ ア ホ ー ルメ デ ィ ア ホ ー ルメ ィ ア ホ ル

266. 0 1m22 66. 0 1m22 66. 0 1m2266 . 0 1m22 . 0 1

PSPSPSPSPS

階 段 室階 段 室階 段 室階 段 室階 段 室
EVEVEVEVEV

Ｅ ＶＥ ＶＥ ＶＥ ＶＥ

ホ ー ルホ ー ルホ ー ルホ ー ルホ ー ル

( 男 )( 男 )( 男 )( 男 )男 )
Ｗ ＣＷ ＣＷ ＣＷ ＣＷ Ｃ Ｗ ＣＷ ＣＷ ＣＷ ＣＷ Ｃ

( 女 )( 女 )( 女 )( 女 )

倉 庫倉 庫倉 庫倉 庫倉 庫

演 習 室 M3演 習 室 M3演 習 室 M3演 習 室 M3演 室 M3

演 習 室 M4演 習 室 M4演 習 室 M4演 習 室 M4習 室 M

廊 下廊 下廊 下廊 下廊

３ ７ 館 　 ３ 階３ ７ 館 　 ３ 階３ ７ 館 　 ３ 階３ ７ 館 　 ３ 階

３ ７ 館 　 ４ 階３ ７ 館 　 ４ 階３ ７ 館 　 ４ 階３ ７ 館 　 ４ 階

289㎡　　

演習室MC4

演習室MC3

 120.6㎡

98.68㎡

7.94㎡

15.13㎡

 

３７号館合計
　大学・大学院・短大と共用　1,372㎡（内看護学部共用 491㎡）

総 積面 ： 1,372㎡ 共用 面 積： 491㎡
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37号館面積　　　
　教室・演習室    876㎡
　事務室、廊下等  496㎡
　合計　　　　　1,372㎡　　
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講義棟面積　　　　
　教室・演習室    1,659㎡
　図書館　　　　　  321㎡
　事務室、廊下等  1,422㎡
　合計　　　　　　3,402㎡

321㎡

199㎡

181㎡

181㎡

55㎡

35㎡

57㎡

19㎡

95㎡ 41㎡ 41㎡38㎡38㎡

85㎡77㎡91㎡ 85㎡

85㎡85㎡77㎡91㎡

147㎡
30㎡

30㎡
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研究棟面積　　　  
　研究室   　　　 476㎡
　事務室、廊下等  310㎡
　合計　　　　　　786㎡　

            

 

    

18㎡

18㎡

18㎡

18㎡

18㎡

18㎡

18㎡

18㎡

18㎡

18㎡

18㎡

18㎡

18㎡

18㎡

18㎡

18㎡

18㎡

18㎡18㎡

18㎡

18㎡

18㎡

84㎡

18㎡

18㎡

18㎡

26㎡

研究室
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１階
２階

福利厚生棟面積　    
　講義室・演習室    206㎡
　事務室、廊下等    524㎡
　合計　　　　　　　730㎡

29㎡

28㎡

61㎡

28㎡

28㎡

93㎡

視聴覚室

16㎡

309㎡
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多目的大講堂（文化ホール）面積  1,463㎡ 　　　　　　　
　

20㎡

730㎡
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セミナーハウス面積　　　　　　
　演習室（ゼミ室・サークル室）459㎡
　廊下等  　　　　　　　　　　259㎡
　合計　　　　　　　　　　　　718㎡　

59㎡

20㎡

20㎡

20㎡

20㎡20㎡

20㎡

20㎡

20㎡

20㎡ 20㎡

20㎡

20㎡

20㎡

20㎡20㎡

20㎡

20㎡

20㎡ 20㎡
20㎡

サークル室
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総合実技演習棟面積　132㎡
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別府大学短期大学部学則（案）

第１章  総    則 

 (目的) 

第１条  別府大学短期大学部(以下「本学」という。)は、教育基本法及び学校教育法に則り、建学
の精神「真理はわれらを自由にする」を基礎にして、専門の学芸を教授研究するとともに、高い
専門能力と広い教養を身につけ、豊かな人間性を備え、進んで社会に貢献しようとする人材を養
成し、もって学術・文化・社会の発展に寄与することを目的とする。 

 (自己評価等) 

第２条  本学は、教育研究水準の向上を図り、目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動

等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果及び認証評価の結果を踏まえ、教育研究活

動等について不断の見直しを行う。 

  ２ 前項の点検、評価及び見直しに関して必要な事項は別に定める。 

(情報の積極的な公表) 
第２条の２ 本学における教育研究活動等の状況について、広く周知を図ることができる方法によ
って積極的に公表するものとする。 

第２章  学科・学生定員及び修業年限 

 (学科、学生定員及びその目的) 
第３条  本学において設置する学科及びその学生定員は、次のとおりとする。 

   学科及び専攻課程 入学定員 収容定員 
食物栄養科 ４０ ８０ 
初等教育科   １８０   ３６０ 

２ それぞれの科の人材養成に関する目的その他の教育研究上の目的を別表第７のとおり定める。 

 (修業年限及び在学年限) 

第４条  本学の修業年限は２年とする。 
  ２ 学生は４年を超えて在学することはできない。 
  ３  第１５条第１項の規定により入学した学生は、同条第２項により定められた在学すべき年数
  の２倍に相当する年数を超えて在学することはできない。 

４ 第２項の規定にかかわらず、修業年限を超えて一定の期間にわたり在学することを申し出た
  者は、学長が在学を認めることができる。 

第３章  学年、学期及び休業日 

 (学年) 
第５条  学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 

 (学期) 
第６条  学年を次の２学期に分ける。 

前学期    ４月１日から９月３０日まで 
後学期  １０月１日から翌年３月３１日まで 

２ 学長が特に必要を認めた場合は、前項に定める学期の開始日及び終了日を変更することがで
きる。 

３ 各学期の授業実施日等は、別に定める学年暦による。 
４ 第 1項に定める各学期は、前半及び後半に分けて授業を編成することができる。 

 (１年間の授業期間) 
第７条 １年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、３５週にわたることを原則とする。 
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(各授業科目の授業期間) 
第８条  各授業科目の授業は、１０週又は１５週にわたる期間を単位として行うものとする。ただ

し、教育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において授
業を行うことができる。 

(授業を行わない日) 

第９条  学年中の授業を行わない日（以下「休業日」という。）は、次のとおりとする。 

一 日曜日 

二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

三 春期休業日 

四 夏期休業日 

五 冬期休業日 

２ 前項第３号から第５号までの休業日の期間は、学年暦により定める。   

３  学長は、必要があると認めるときは、第 1項に定める休業日のほかに臨時の休業日を定め、

又は第１項に定める休業日を授業実施日に変更することができる。 

第４章  入学、編入学、再入学、転入学、退学、 
休学、復学、除籍、転学及び転科 

(入学の時期) 
第 10 条  入学の時期は学年の始めとする。ただし、外国人留学生・帰国子女は、後学期の始めに

入学することができる。 

 (入学資格) 

第 11 条  本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 
(1)高等学校を卒業した者
(2)通常の課程による１２年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当
する学校教育を修了した者を含む。)

(3)外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大
臣の指定した者

(4)文部科学大臣が、高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の
当該課程を修了した者

(5)文部科学大臣の指定した者
(6)大学入学資格検定規程(昭和 26 年文部省令第 13 号)により文部科学大臣の行う大学入学資格
検定に合格した者

(7)本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある

と認めた者で、１８歳に達した者。

(入学の出願) 
第 12 条  本学に入学を出願する者は、本学所定の書類に入学検定料を添えて提出しなければなら

ない。 
２ 提出の時期、方法、提出すべき書類等については別に定める。 

 (入学者の選考) 
第 13 条  前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。 

(入学手続き及び入学許可) 
第 14 条  前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、誓約書その他

本学所定の書類を提出するとともに、所定の入学料を納入しなければならない。 
  ２ 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 

(編入学) 
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第 15 条 本学に編入学を希望するときは、選考のうえ、入学を許可することができる。 
  ２  編入学に関する規程は、別に定める。 
 

 (再入学･転入学) 
第 15 条の 2  本学に再入学又は転入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考

の上、相当年次に入学を許可することがある。 
２  前項の規定により入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在
学すべき年数については、教授会の議を経て学長が決定する。 

  ３  再入学、転入学に関する規程は別に定める。 

 
 (退学) 
第 16 条  退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。 
 
 (休学) 
第 17 条  疾病その他やむを得ない事情により３ヶ月以上修学することのできない者は、学長の許

可を得て休学することができる。 
  ２  疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずること
  ができる。 
 
 (休学の期間) 
第 18 条  休学の期間は１年を超えることができない。ただし、特別の事由がある場合は、引き続

き更に２年まで延長することができる。 
  ２  休学の期間は通算して３年を超えることができない。 
  ３  休学の期間は第４条第２項及び第３項の在学年限に算入しない。 
  ４  休学の期間は、事由の発生した日時にかかわらず、次の学期の始めからとする。 
 
 (復学) 

第 19 条  休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。 
  ２  復学の時期は、学年の前期及び後期の始めとする。 
 
 (除籍) 
第 20 条  次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。 
  (1)  第４条第２項及び第３項に定める在学年限を超えた者 

  (2)  第 18条第 2項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者 
  (3)  授業料の納付を怠り､督促してもなお納付しない者 
  (4)  長期間にわたり行方不明の者 
 
 (転学) 
第 21 条  学生が、他の大学に入学又は転学を志願するときは、予め学長の許可を受けなければな

らない。 
 
 (転科) 
第 22 条  本学の学生で、学内の他学科に転科を希望する者があるときは、欠員のある場合に限り、
 審議の上、許可することがある。 
  ２  転科に関する規程は別に定める。 

 
第５章  教育課程及び履修方法等 

  
 (授業科目、授業の方法) 
第 23 条  本学において開設する授業科目は、次のとおりとする。 
            教養科目及び専門科目 

２ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行
うものとする。 

 ３ 本学は、短期大学設置基準（昭和 50 年文部省令第 21 号）第 11 条第２項の規定に基づき文

ー学則ー3ー



部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当
該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

 ４ 本学は、第２項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様

  なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、
  同様とする。 
 ５ 本学は、短期大学設置基準（昭和 50 年文部省令第 21 号）第 11 条第２項の規定に基づき文

部科学大臣が別に定めるところにより、第２項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所
で行うことができる。 

 ６ 教育課程は、教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に編成するも

のとする。 

７ 前項により編成する教育課程として、特定の分野または課題の授業科目で構成する副専攻を

設置し、その学修成果を認定することができる。 

８ 前項の副専攻に関して必要な事項は別に定める。 

９ 授業科目の種類、単位数等は別表第１のとおりとする。 
 
第 23条の 2 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修

得すべき単位数について、学生が１年間又は１学期に履修科目として登録できる単位数の上限に

ついては、規則で別に定める。 
 
 (教職に関する科目) 
第 24 条  前条に定めるもののほか、教職に関する科目を置く。 
  ２  授業科目の種類、単位数等は別表第２のとおりとする。 
 

 (単位の計算方法) 
第 25 条  各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもって

構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学
修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。 
一  講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲で本学が定める時間の授業を

もって１単位とする。 

二  実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲で本学が定める時間の
授業をもって１単位とする。 

三 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用によ
り行う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して大学が定
める時間の授業をもつて１単位とする。 

２  前項の規定にかかわらず、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果を評価し

て単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位
数を定める。 

 
 (単位の授与) 
第 26 条  授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。ただし、法令等

によって別に定めのある場合を除いて、授業時数の３分の２以上出席しなければならない。 

 
 (学習の評価) 
第 27 条 授業科目の試験等による成績は、０点から１００点の範囲において点数で評価し、点数
をＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＦの５段階の評語で表す。 

 ２ 評語のＡＡ、Ａ、Ｂ及びＣを合格とし、Ｆを不合格とする。 
 ３ 成績評価の基準は、別に定める。 

 
 (入学前の既修得単位等の認定) 
第 28 条  本学において、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に短期大学又は大

学(外国の短期大学又は大学を含む。以下同じ。)において履修した授業科目について修得した単
位（第 59 条の規定により修得した単位を含む。）を本学に入学した後の本学における授業科目
の履修により修得したものとみなすことができる。 

  ２  本学において教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った第 31 条第 1項
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に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 
  ３  前２項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、再入学・転入学の
  場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、合わせて１５単位を超えない

  ものとする。 
  ４  前３項による単位の認定は、教養科目又は専門科目の単位とする。 
  ５  単位の認定に関連して修業年限の短縮は行わない。 
  ６ 入学前の既修得単位の認定に関する規定は、別に定める。 
 
 (他の短期大学又は大学における授業科目の履修等) 

第 29 条  本学において教育上有益と認めるときは、他の短期大学又は大学との協議により、学生
が当該他の短期大学又は大学の授業科目を履修することを認めることがある。 

  ２  前項の規定により、当該他の短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した
  単位については、１５単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したもの
  とみなすことができる。 
  ３  前２項の実施に関して必要な事項については、別に定める。 

 
 (外国の短期大学又は大学における授業科目の履修等) 
第 30 条  本学において教育上有益と認めるときは、外国の短期大学又は大学との協議により、学

生が当該外国の短期大学又は大学に留学し学修することを認めることがある。 
  ２  前項の規定により、学生が履修した授業科目について修得した単位を、本学における授業科
  目の履修により修得したものとみなすことのできる単位数は、第２９条第２項及び第３１条第

  ２項の単位数と合わせて３０単位を超えないものとする。 
  ３  前２項の実施に関して必要な事項については、別に定める。 
 
 (短期大学又は大学以外の教育施設等における学修) 
第 31 条  本学において教育上有益と認めるときは、本学の定めるところにより学生が行う短期大

学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学におけ

る授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 
  ２  前項により与えることができる単位数は、第２９条第２項により修得したものとみなす単位
  数と合わせて１５単位を超えないものとする。 
  ３  前２項の実施に関して必要な事項については、別に定める。 
 

第６章  卒  業  等 

 
 (卒業の要件) 
第 32 条  本学を卒業するためには、学生は２年以上在学し、別に定める履修規程により６２単位

以上を取得しなければならない。 

２ 前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第２３条第３項の授業の方法に

より修得する単位数は３０単位を超えないものとする。 

 
 (卒業) 
第 33 条  本学に２年以上在学し、本学則に定める授業科目及び単位数を修得した者については、

教授会の議を経て、学長が卒業を認定し卒業証書を授与する。 

 
(短期大学士の学位) 

第 34 条  前条の規定により卒業を認められた者は、本学学位規程の定めるところにより短期大学
士の学位を授与する。 

 ２ 前項の学位の表記は、次のとおりとする。 
    食物栄養科     短期大学士（栄養学） 

    初等教育科     短期大学士（教育学） 
 
 (教育職員免許状の取得) 
第 35 条  本学において、取得することができる教育職員免許状の種類は、次のとおりとする。 

ー学則ー5ー



学  科 免許状の種類(免許教科) 

食物栄養科 
  中学校教諭二種免許状(家庭) 
  栄養教諭二種免許状 

初等教育科 
  小学校教諭二種免許状 
  幼稚園教諭二種免許状 

  ２  教育職員免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法及び同法施行規則
  に定める所要単位を修得しなければならない。 
 
 (免許・資格の取得) 
第 36 条  本学において取得できる資格は、次のとおりとする。 

     学  科 取得できる免許・資格 

食物栄養科 栄養士免許証取得資格 
フードスペシャリスト資格 

初等教育科 保育士資格 

２ 資格を取得しようとする者は、それぞれ別に定める所要単位を修得しなければならない。 
 
 (免許・資格の履修) 
第 37 条  教育職員免許状及び資格の取得に関する規程は、それぞれ別に定める。 

 
第７章  入学検定料、入学金、授業料及びその他の諸納入金 

 
(入学検定料等の納入) 

第 38 条 学生は、本学所定の入学検定料、入学金、授業料、施設設備費及び教育研究料（以下
「入学検定料等」という。）並びにその他の納入金を所定の期日までに納入しなければならない。 

 
 (入学検定料等及びその他の納入金の額) 
第 39 条  入学検定料等の額は、別表第４のとおりとする。 

２ その他の納入金の額は、別に定める。  
 
 (授業料の納期等) 

第 40 条 授業料は、第６条第１項に規定する学期に応じ、それぞれ年額の２分の１に相当する額
を、次に掲げる納期までに納入するものとする。 

          前学期分 納期４月２０日まで 
          後学期分 納期９月３０日まで 
２ 前項の規定にかかわらず、前学期分の授業料の納期までに、当該年度の後学期分に係る授業
料を併せて納入することができる。 

３ 入学検定料及び入学金並びにその他の納入金の納期は、別に定める。 
４ 施設設備費及び教育研究料は、授業料の前学期分の納期までに納入するものとする。 
５ 第１項及び前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められる者は、申出により、授
業料、施設設備費及び教育研究料（以下「授業料等」という。）並びに入学金の分納又は延納
を認めることがある。 

 

 (退学、除籍及び停学期間の授業料等) 
第 41 条  学期の中途で退学（懲戒による退学を含む。）し、又は除籍された者の当該学期分の授

業料並びに当該年度分の施設設備費及び教育研究料は徴収する。 
ただし，死亡、第 20 条第１項第 3 号または第 4 号に定めにより除籍となった者の未納の授業

料等の免除については、理事会において決定する。 

２  停学期間中の授業料等は徴収する。 

 
 (休学期間の授業料等) 
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第 42 条  休学期間中の授業料、施設設備費及び教育研究料は、免除する。 
 
第 43 条 削除 

 
 (卒業延期者の授業料等) 

第 44 条  卒業を延期する学生のうち、1年間卒業を延期する者は、第 40条に準じ授業料等を納期

までに納入する。 

２ 前期もしくは後期の半期のみ卒業延期する者は、授業料等の年額の 2分の 1 に相当する額を
納期までに納入する。 

  
 (納入した授業料等) 
第 45 条  納入した入学検定料等は原則として返還しない。 

 
第８章  教職員組織 

  
 (教職員組織) 
第46条  本学に、学長、教授、准教授、講師、助教及び事務職員を置く。 
２ 本学に前項に規定するもののほか、副学長及び学長補佐を置き、その他必要な教職員を置く
ことができる。 

３ 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統監する。 
４ 教員、事務職員等は、相互の適切な役割分担の下での協働や組織的な連携体制を確保し、教

育研究及び必要な業務等を組織的かつ効果的に行う。 

 
第９章  教  授  会 

 

 (教授会) 
第 47 条  本学に教授会を置く。 
 
 (教授会の構成) 
第 48 条 教授会は、学長、基幹教員及び学長が指名する事務職員及び本学の専任教員をもって構
成する。 

  ２  前項の規定にかかわらず、教授会が必要と認めた時は、教授会にその他の職員を加えること
  ができる。 
 
 (その他) 
第 49 条  本章に定めるもののほか、教授会に関し、必要な事項は別に定める。 
 

第１０章  専  攻  科 
 

(専攻科) 
第 50 条  本学に専攻科を設け、初等教育専攻を置く。 
      
 (人材養成に関する目的その他の教育研究上の目的) 

第 51 条  専攻科初等教育専攻（以下、「初等教育専攻」という。）は、本学の卒業生又はそれと
同等以上の学力のあるものに対して一層高度な知識を与え、かつ、自発的研究の能力及び態度を
養うことを目的とする。 

 ２ 初等教育専攻の人材養成に関する目的その他の教育研究の目的を別表第７のとおり定める。 
 
 (学生定員) 

第 52 条  初等教育専攻の入学定員は、１５人とする。 
                 
 (修業年限) 
第 53 条  初等教育専攻の修業年限は２年とする。 

２  初等教育専攻の学生は、３年を超えて在学することはできない。 
 ３ 前項の規定にかかわらず、修業年限を超えて一定の期間にわたり在学することを申し出 
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た者は、学長が在学を認めることができる。 
 
 (入学資格) 

第 54 条  初等教育専攻に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 
   一  短期大学において初等教育又は児童教育に関する学科専攻を卒業した者 
  二 前号に規定する者の他、大学又は短期大学を卒業し、幼稚園、小学校、中学校又は高等学 

校教諭普通免許状を有する者 
 
 (開設授業科目及びその単位数) 

第 55 条  初等教育専攻で開設する授業科目の種類及びその単位数等は、別表第３のとおりとする。 
 
 (課程の修了等) 
第 56 条  学生は２年以上在学し、５２単位以上を取得しなければならない。 

  ２ 前項の規定により修了の要件として修得すべき単位数のうち、第２３条第３項の授業の方法

により修得する単位数は２５単位を超えないものとする。 

３  第１項の単位取得についての履修規程は、別に定める。 
  ４  第１項に定める授業科目及び単位数を取得した者については、教授会の議を経て、学長が修

了を認定する。 
  ５  学長は、修了を認定した者に対して、修了証書を授与する。 

 
 (入学検定料等の諸納入金) 
第 57 条  本学専攻科の入学検定料、入学金､授業料及びその他の諸納入金の金額は別表第５のとお

りとする。 
 ２ 第 53 条第３項の規定により、修業年限を超えて在学を認められた者の授業料等の金額は、

別に定める。 

 
 (その他) 
第 58 条  本学専攻科に関し、本章に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。 
      

第１１章  科目等履修生・特別聴講学生・研究生・外国人留学生及び帰国子女 
 

 (科目等履修生) 
第 59 条  本学の学生以外の者で、一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるとき

は、選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。ただし、納入金の種類及び金額
は、別表第６のとおりとする。 

  ２  科目等履修生に関する規程は別に定める。 
 

 (特別聴講学生) 
第 60 条  本学において、他の短期大学又は大学(外国の短期大学又は大学を含む。)との協議によ

り、当該他の短期大学等の学生に特別聴講学生として本学の授業科目を履修させることがある。
 ただし、納入金の種類及び金額は、別表第６のとおりとする。 

  ２  特別聴講学生に関して必要な事項は別に定める。 
 

 (研究生) 
第 61 条  本学において、特定の学科目について研究することを志願する者があるときは、選考の

上、研究生として入学を許可することがある。ただし、納入金の種類及び金額は、別表第６のと
おりとする。 

  ２  研究生に関して必要な事項は別に定める。 
 

 (外国人留学生及び帰国子女) 
第 62 条  外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者が

あるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。 
  ２  外国人留学生以外の学生で、外国において相当の期間中等教育(中学校又は高等学校に対応
  する学校における教育をいう。)を受けた者が本学に入学を志願するときは、選考の上、帰国
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  子女として入学を許可することがある。 
  ３  外国人留学生及び帰国子女に関して、必要な事項は別に定める。 
 

第１２章  賞      罰 
 
 (表彰) 
第 63 条  学生として表彰に価する行為があった者は、学長が表彰する。 
 
 (懲戒) 

第 64 条  本学の規則等に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、学長が懲戒す
る。 

  ２  前項の懲戒の種類は、退学、停学、謹慎及び訓告とする。 
  ３  前項の退学は次の各号の一に該当する学生に対して行う。 
   (1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者 
   (2)学業を怠り成業の見込みがないと認められる者 

   (3)正当な理由がなくて出席常でない者 
   (4)本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 
 ４ 懲戒に関する規程は別に定める。 

 
第１３章  附属図書館及び附属幼児・児童教育研究センター 

 

 (附属図書館) 
第 65 条  本学に附属図書館を置く。 
  ２  附属図書館に関する規則は、別に定める。 
 

(附属幼児・児童教育研究センター等) 

第66条 本学に附属幼児・児童教育研究センターを置く。 

２ 附属幼児・児童教育研究センターに関する規則は、別に定める。 

３ 第１項に掲げるもののほか、本学に教育研究上必要な研究所等を置き、当該研究所等に関す

る規程は別に定める。 
 

第１４章  厚生施設 
 
 (学生寮) 
第 67 条  本学に学生寮を置く。 
  ２  学生寮に関する規則は別に定める。 

 
 (保健管理) 
第 68 条  本学に保健室を設置し、校医・看護師等を置き、職員及び学生の保健管理にあたる。 
 

第１５章  公開講座 
 

 (公開講座) 
第 69 条  学校教育法第６９条の定めるところにより、本学に公開講座を開設することができる。 
 

第１６章 その他 
 

(雑則) 
第 70 条 この学則に定めるもののほか学則の施行に関し必要な事項は、学長が定める。 
 
 

附    則 
 １．この学則は、昭和２９年４月１日から施行する。(大学設置) 

    ２．この学則は、昭和３７年４月１日から施行する。(初等教育科増設、生活科入学定員 
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変更) 
     ３．この学則は、昭和３９年４月１日から施行する。(英文科増設) 
     ４．この学則は、昭和４１年４月１日から施行する。(生活科、初等教育科入学定員変更) 

     ５．この学則は、昭和４２年４月１日から施行する。(初等教育科入学定員変更) 
     ６．この学則は、昭和４４年４月１日から施行する。(英文科を英語科に改称) 
     ７．この学則は、昭和４９年４月１日から施行する。(生活科入学定員変更) 
     ８．この学則は、昭和５０年４月１日から施行する。(商科を商経科に改称) 
     ９．この学則は、昭和６１年４月１日から施行する。 
     10．この学則は、昭和６２年４月１日から施行する。 

     11．この学則は、平成元年４月１日から施行する。(専攻科福祉専攻増設) 
 
    附    則 
    １．この学則は、平成２年４月１日から施行する。 
     ２．第２条に規定する学生定員は、平成２年度から平成１１年度までの間、次のとおりとす
    る。 

 
        年  度 
 
 
学 科 名 

 
  平成２年度 

 
平成３年度～ 
  平成１０年度 

 
 平成１１年度 

 
入学定員 

 
総定員 

 
入学定員 

 
総定員 

 
入学定員 

 
総定員 

 
商経科 
生活科 
   食物栄養専攻 
   生活文化専攻 
初等教育科 
英語科 

 
 １００ 
 
 １００ 
   ５０ 
 １５０ 
   ５０ 

 
１５０ 
 
２００ 
１００ 
３００ 
  ８０ 

 
 １００ 
 
 １００ 
   ５０ 
 １５０ 
   ５０ 

 
２００ 
 
２００ 
１００ 
３００ 
１００ 

 
   ５０ 
 
 １００ 
   ５０ 
 １５０ 
   ３０ 

 
１５０ 
 
２００ 
１００ 
３００ 
  ８０ 

 

    附    則 
  １．この学則は、平成３年４月１日から施行する。ただし、第５１条及び第５２条別表第３に 

ついては、平成３年度入学生から適用する。 
    ２．第２条の規定する学生定員は、平成３年度から平成１１年度までの間、次のとおりとする。 

 

        年  度 
 
 
学 科 名 

 

  平成３年度 
 

平成４年度～ 
  平成１０年度 

 

 平成１１年度 

 
入学定員 

 
総定員 

 
入学定員 

 
総定員 

 
入学定員 

 
総定員 

 
商経科 
生活科 
  食物栄養専攻 
  生活文化専攻 
初等教育科 

英語科 

 
 １００ 
 
 １００ 
   ８０ 
 １５０ 

   ５０ 

 
２００ 
 
２００ 
１３０ 
３００ 

１００ 

 
 １００ 
 
 １００ 
   ８０ 
 １５０ 

   ５０ 

 
２００ 
 
２００ 
１６０ 
３００ 

１００ 

 
   ５０ 
 
 １００ 
   ５０ 
 １５０ 

   ３０ 

 
１５０ 
 
２００ 
１３０ 
３００ 

  ８０ 

 
    附    則 
     １．この学則は、平成４年４月１日から施行する。ただし、第３２条については、平成３年

   ９月１８日から適用する。 
 
    附    則 
     １．この学則は、平成４年４月１日から施行する。ただし、第２２条、第２３条、第３１条、
    第３５条及び第３６条については平成４年度入学生から適用し、平成３年度以前の入学生
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    については従前の規定による。 
 
    附    則 

     １．この学則は、平成５年４月１日から施行する。ただし、第２３条(授業科目)、第２４条
    (教職・司書・司書教諭及び秘書に関する科目)、第３２条(卒業の要件)、第３６条(免許
    ・資格の取得)、第３７条(免許・資格の履修)及び第３８条・第５７条(入学検定料等の諸
    納入金)については、平成５年度入学生から適用し、平成４年度以前の入学生については、
    従前の規定による。 
 

    附    則 
     １．この学則は、平成６年４月１日から施行する。ただし、第２３条(授業科目)、第２４条
    (教職・司書・司書教諭及び秘書に関する科目)、第３２条(卒業の要件)、第３６条(免許
    ・資格の取得)、第３７条(免許・資格の履修)及び第３８条・第５７条(入学検定料等の諸
    納入金)については、平成６年度入学生から適用し、平成５年度以前の入学生については、
    従前の規定による。 

     ２．第３条の規定する学生定員は、平成６年度から平成１１年度までの間、次のとおりとす
    る。 
         なお、生活科生活文化専攻については、平成６年４月から学生の募集を停止し、在学生
   の卒業を待って廃止する。 

 

         年度 
学科 
及び 
専攻課程名 

 

   平成６年度 
 

平成７年度～ 
  平成１０年度 

 

  平成１１年度 

 
入学定員 

 
収容定員 

 
入学定員 

 
収容定員 

 
入学定員 

 
収容定員 

 
商経科 
生活科 
  食物栄養専攻 
  生活文化専攻 
生活文化科 

初等教育科 
英語科 

 
 １００ 
 
 １００ 
   － 
   ８０ 

 １５０ 
   ５０ 

 
 ２００ 
 
 ２００ 
   ８０ 
   ８０ 

 ３００ 
 １００ 

 
 １００ 
 
 １００ 
 (廃止) 
   ８０ 

 １５０ 
   ５０ 

 
 ２００ 
 
 ２００ 
   － 
 １６０ 

 ３００ 
 １００ 

 
   ５０ 
 
 １００ 
   － 
   ５０ 

 １５０ 
   ３０ 

 
 １５０ 
 
 ２００ 
   － 
 １３０ 

 ３００ 
   ８０ 

 
    附    則 

     １．この学則は、平成７年４月１日から施行する。ただし、第２３条(授業科目)、第２４条
    (教職・司書・司書教諭及び秘書に関する科目)、第３２条(卒業の要件)、第３６条(免許
    ・資格の取得)、第３７条(免許・資格の履修)及び第３８条・第５７条(入学検定料等の諸
    納入金)については、平成７年度入学生から適用し、平成６年度以前の入学生については、
    従前の規定による。 
     ２．第３条の規定する学生定員は、平成７年度から平成１１年度までの間、次のとおりとす

    る。 
         なお、生活科食物栄養専攻については、在学生の卒業を待って廃止する。 

 
         年度 
学科 

及び 
専攻課程名 

 
   平成７年度 

 
平成８年度～ 
  平成１０年度 

 
  平成１１年度 

 
入学定員 

 
収容定員 

 
入学定員 

 
収容定員 

 
入学定員 

 
収容定員 

ー学則ー11ー



 
商経科 

生活科 
  食物栄養専攻 
食物栄養科 
生活科 
  生活文化専攻 
生活文化科 

初等教育科 
英語科 

 
 １００ 

 
   － 
 １００ 
 
 (廃止） 
   ８０ 

 １５０ 
   ５０ 

 
 ２００ 

 
 １００ 
 １００ 
 
   － 
 １６０ 

 ３００ 
 １００ 

 
 １００ 

 
 (廃止） 
 １００ 
 
   － 
   ８０ 

 １５０ 
   ５０ 

 
 ２００ 

 
   － 
 ２００ 
 
   － 
 １６０ 

 ３００ 
 １００ 

 
   ５０ 

 
   － 
 １００ 
 
   － 
   ５０ 

 １５０ 
   ３０ 

 
 １５０ 

 
   － 
 ２００ 
 
   － 
 １３０ 

 ３００ 
   ８０ 

  
附    則 

    １．この学則は、平成８年４月１日から施行する。 
 
    附    則 
    １．この学則は、平成９年４月１日から施行する。 
 
    附    則 

    １．この学則は、平成１０年４月１日から施行する。 
 
    附    則 
    １．この学則は、平成１１年４月１日から施行する。 
  ２．平成１１年度の入学定員、収容定員については、第３条の規定にかかわらず次のとお 
    りとする。       

年 度  
 
 学  科 

       平成１１年度          

 入学定員   収容定員 
 商経科 
 食物栄養科 
 生活文化科 
 初等教育科 
 英語科 

   １００ 
   １００ 
    ８０ 
   １５０ 
    ５０ 

    ２００ 
    ２００ 
    １６０ 
    ３００ 
    １００ 

 
    附    則 
   １．この学則は、平成１２年４月１日から施行する。ただし、別府大学短期大学部英語科は改 

正後の学則第３条の規定にかかわらず、平成１２年３月３１日に当該科に在学する者が、当 
該科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 

２．平成１２年度から平成１６年度までの入学定員、収容定員については、第３条の規定に 
    かかわらず次のとおりとする。 

     年度 
  

学 科 

平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 
入学定

員 
収容定

員 
入学定

員 
収容定

員 
入学定

員 
収容定

員 
入学定

員 
収容定

員 
入学定

員 
収容定

員 
商経科 
食物栄養科 
生活文化科 
初等教育科 

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ

ﾝ科 

  ９０ 
１００ 
  ５０ 
１５０ 

  ４０ 

１９０ 
２００ 
１５０ 
３００ 

  ９０ 

  ８０ 
１００ 
  ５０ 
１５０ 

  ４０ 

１７０ 
２００ 
１００ 
３００ 

  ８０ 

  ７０ 
１００ 
  ５０ 
１５０ 

  ４０ 

１５０ 
２００ 
１００ 
３００ 

  ８０ 

  ６０ 
１００ 
  ５０ 
１５０ 

  ４０ 

１３０ 
２００ 
１００ 
３００ 

  ８０ 

  ５０ 
１００ 
  ５０ 
１５０ 

  ４０ 

１１０ 
２００ 
１００ 
３００ 

  ８０ 

 
    附    則 

 １．この学則は、平成１３年４月１日から施行する。     

      ただし、別府大学短期大学部商経科、生活文化科は、改正後の学則第３条の規定にかか 
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   わらず、平成１３年３月３１日に当該科に在学する者が、当該科に在学しなくなるまでの 
   間、存続するものとする。                 
   ２．平成１３年度から平成１６年度までの入学定員、収容定員については、第３条の規定に 

       かかわらず次のとおりとする。 

     年度 
  

学 科 

平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 
入学定

員 
収容定

員 
入学定

員 
収容定

員 
入学定

員 
収容定

員 
入学定

員 
収容定

員 
経営情報文化科 １３０ ２７０ １２０ ２５０ １１０ ２３０ １００ ２１０ 

 
附    則 

   １．この学則は、平成１４年４月１日から施行する。     
 

附    則 
   １．この学則は、平成１５年４月１日から施行する。  
 

附    則 

   １．この学則は、平成１６年４月１日から施行する。 
    ただし、別府大学短期大学部経営情報文化科、英語コミュニケーション科は、改正後  
   の学則第３条の規定にかかわらず、平成１６年３月３１日に当該科に在学する者が、当  
   該科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 
 

附  則 

   １．この学則は、平成１７年１月１日から施行する。 
 

附  則 
   １．この学則は、平成１７年４月１日から施行する。 
 

附  則 

   １．この学則は、平成１８年１月１日から施行し、第３４条の規定は平成１８年１月１日か 
   ら適用する。 
 

附  則 
   １．この学則は、平成１８年４月１日から施行する。 
    ２．栄養士養成施設の食物栄養科の学級数は２学級とし、介護福祉士養成施設の専攻科福祉 

   専攻の学級数は１学級とする。 
 

附  則 
  １．この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 
     （講師に関する経過規定） 
    第 46 条及び第 48 条の規定にかかわらず、現に講師の職務にある者が在職するまでの間、

   職としての講師を置くものとする。 
 

附  則 
  １．この学則は、平成２０年４月１日から施行する。 
 

附  則 

  １．この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 
 

附  則 
１．この学則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 
附  則 

  １．この学則は、平成２３年４月１日から施行する。 

ー学則ー13ー



 
附  則 

  １．この学則は、平成２４年４月１日から施行する。 

 
附  則 

  １．この学則は、平成２５年４月１日から施行する。 
 

附  則 
１．この学則は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、この学則の施行日前に在籍す 

る者は、なお従前の例による。 
２．別府大学短期大学部地域総合科学科は、平成２６年度より学生の募集を停止する。なお、 

平成２６年度の収容定員については、学則第３条第１項の規定にかかわらず、８０人とす 
る。 

 
附  則 

１．この学則は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、別表については、この学則の 
施行日前に在籍する者は、なお従前の例による。 

 
附  則 

１．この学則は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、別表については、この学則の 
施行日前に在籍する者は、なお従前の例による。 

 
附  則 

１．この学則は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、この学則の施行日前に在籍す 
る者は、なお従前の例による。 

２．第４２条（休学期間中の授業料等）並びに別表第１の「地域社会フィールドワーク演 
習」、「世界農業遺産体験学習」及び「大学史と別府大学」の科目の追加については、学 

則の施行日前に在籍する者にも適用する。 
３．別府大学短期大学部保育科は、平成２９年度入学生から学生の募集を停止し、在学生の 
卒業を待って廃止する。なお、同科の平成２９年度の収容定員については、学則第３条第 
１項の規定にかかわらず、６０人とする。 

 
附  則 

１．この学則は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、この学則の施行日前に在籍す 
る者は、なお従前の例による。 

 
附  則 

１．この学則は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、この学則の施行日前に在籍する 
者は、なお従前の例による。 

 
附  則 

１．この学則は、令和２年４月１日から施行する。ただし、この学則の施行日前に在籍する者 
は、なお従前の例による。 

 
附  則 

１．この学則は、令和３年４月１日から施行する。ただし、この学則の施行日前に在籍する者 
は、なお従前の例による。 

 
附 則 

１． この学則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、この学則の施行日前に在籍する者
は、なお従前の例による。 

附 則 

１．この学則は、令和５年４月１日から施行する。 

２．この学則の施行日前に在籍する者は、なお従前の例による。ただし、第41条、第44条及び
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別表第1「数学基礎Ⅰ」「アルゴリズムとプログラミング」「統計学Ⅰ」「データサイエン

ス基礎」「データエンジニアリング基礎」「AI基礎」「AI・データサイエンス実践」につい

ては、令和５年４月１日に在籍する者に適用する。 

附 則 

１．この学則は、令和6年4月1日から施行する。 

２．この学則の施行日前に在籍する者は、なお従前の例による。 

附 則 

１．この学則は、令和7年4月1日から施行する。 

２．この学則の施行日前に在籍する者は、なお従前の例による。 

附 則 

１．この学則は、令和7年6月1日から施行する。 

   附 則 

１．この学則は、令和8年4月1日から施行する。 
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別表第１(学則第２３条第６項)

　１．教養科目

必修 選択

1

1

1

  法学(日本国憲法) 2

　社会生活と経済 1

1

1

  数学基礎Ⅰ 1

1

  地域社会論 2

  現代社会論 1

  進路指導Ⅰ 1 卒業要件単位数

　進路指導Ⅱ 1  ・食物栄養科

  国際文化 2 　　　１２単位以上

  芸術 1  ・初等教育科

  英語コミュニケーションⅠ 1 　　　１２単位以上

  英語コミュニケーションⅡ 1

  中国語Ⅰ 1

  中国語Ⅱ 1

  韓国語Ⅰ 1

  韓国語Ⅱ 1

　健康科学概論 1

　フィットネス 1

　スポーツと健康 1

  体育実技Ⅰ 1

  体育実技Ⅱ 1

　情報リテラシー 1

　数理・データサイエンス入門 2

  統計学Ⅰ 1

　アルゴリズムとプログラミング 1

　データサイエンス基礎 1

　データエンジニアリング基礎 1

　AI基礎 1

  インターンシップ 1

　基礎演習 1

　地域社会フィールドワーク演習 1

　大学史と別府大学 1

　海外短期語学研修 1

　海外語学研修１ 2

　海外語学研修２ 2

　グローカルと文化 2

　災害支援と防災対策 2

  文学入門

  生物学基礎

  物理学基礎

  化学基礎

  哲学入門

  心理学入門

授  業  科  目
単位数

備      考
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２．専門科目

 （１）食物栄養科

必修 選択

社会福祉概論 2 卒業要件単位数

健康管理概論 1 　５０単位以上

公衆衛生学概論 2

解剖生理学 2

生化学 2

解剖生理・生化学実験 1

運動生理学 2

医学概論･臨床医学入門 2

食生活論 1

食品学 2

食品学実験 1

食の安全と鑑別 2

食品加工学 2

食品加工学実習 1

食品衛生学 2

食品衛生学実験 1

基礎栄養学 2

臨床栄養学総論 2

臨床栄養学各論 2

応用栄養学 2

臨床栄養学実習 1

応用栄養学実習 1

栄養教育論 2

栄養教育論実習 1

栄養カウンセリング論 2

栄養カウンセリング実習 1

公衆栄養学総論 2

給食計画・実務論 2

給食経営管理実習Ⅰ 1

校外実習事前事後指導 　 1

給食経営管理実習Ⅱ 2

調理学 2

基礎調理 1

調理実習Ⅰ 1

調理実習Ⅱ 1

子どもの食と栄養 1

フードスペシャリスト論 2

フードコーディネート論 2

フードマーケティング論 2

生活経営 1

被服学 1

住生活学 1

保育学 1

学校栄養指導論 2

AI・データサイエンス実践 2

ゼミナールⅠ 1
ゼミナールⅡ 1

関連科目

 

栄養と健康

栄養の指導

給食の運営

食品と衛生

２．専門科目

社会生活と健
康

人体の構造と
機能

授 業 科 目
単位数

備      考
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 （２）初等教育科

授 業 科 目 単位数

必修 選択

国語（書写を含む） 2 卒業要件単位数５０単位以上

社会 2

算数 2

理科 2

生活 1

家庭 1

音楽 1

図画工作 1

体育 1

外国語（英語） 2

介護体験指導 1

介護体験実習 1

教職概論 2

教育原理 2

保育原理 2

社会的養護Ⅰ 2

社会福祉 2

子育て支援 1

子ども家庭福祉 2

子ども家庭支援の心理学 2

発達心理学 2

子どもの理解と支援の方法 1

特別支援教育・保育Ⅰ 2

子どもの保健 2

子どもの健康と安全 1

子どもの食と栄養Ⅰ 1

子どもの食と栄養Ⅱ 1

子ども家庭支援論 2

教育課程論 2

保育内容総論 1

保育内容Ⅰ 2

保育内容Ⅱ 2

保育内容Ⅲ 2

保育内容Ⅳ 2

保育内容Ⅴ 2

器楽Ⅰ 1

器楽Ⅱ 1

器楽Ⅲ 1

保育方法研究Ⅰ 1

保育方法研究Ⅱ 1

保育方法研究Ⅲ 1

保育方法研究Ⅳ 1

保育方法研究Ⅴ 1

保育方法研究Ⅵ 1

保育方法研究Ⅶ 1

幼児と表現 1

幼児と環境 1

幼児と健康 1

幼児と言葉 1

幼児と人間関係 1

乳児保育Ⅰ 2

乳児保育Ⅱ 1

特別支援教育・保育Ⅱ 2

社会的養護Ⅱ 1

子どもと絵本Ⅰ 2

子どもと絵本Ⅱ 2
国語科指導法 2
社会科指導法 2
算数科指導法 2
理科指導法 2
生活科指導法 2
家庭科指導法 2
音楽科指導法 2
図画工作科指導法 2
体育科指導法 2
外国語（英語）科指導法 2
道徳教育指導法 1
総合的な学習の時間および
特別活動指導法

2

教育方法論 2

教育とICT活用 1

教育相談 2

生徒指導論 2

保育・教職実践演習（幼・小） 2

1

1

保育実習指導Ⅱ 1

保育実習指導Ⅲ 1

保育実習Ⅰ（保育所） 2

保育実習Ⅰ（施設） 2

保育実習Ⅱ 2

保育実習Ⅲ 2

教育実習指導 1

観察実習 1

教育実習 3

AI・データサイエンス実践 2

 

 

保育実習指導Ⅰ（施設）

備      考

保育実習指導Ⅰ（保育所）
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別表第２(学則第２４条第２項)

教職に関する科目(食物栄養科)

 

必 修 選 択

  教職概論 2

  教育学概論 2

  教育心理学 2

  教育制度論 2

  教育課程論 1

  家庭科教育法Ⅰ 2

  家庭科教育法Ⅱ 2

  道徳教育の研究 1

  特別活動論 1

  教育方法論 1

　教育とICT活用 1  

  生徒指導論 1

  教育相談論 2

  進路指導論 1

  実習指導 1 (事前・事後の指導を含む。)

  教育実習Ⅰ 2

  教育実習Ⅱ 2

　教職実践演習（中学校） 2

　教職実践演習（栄養教諭） 2

　栄養教育実習指導 1 (事前・事後の指導を含む。)

　栄養教育実習 1

  介護等体験実習指導 1

  介護等体験実習 1

 

備      考授 業 科 目
単 位 数
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　専攻科初等教育専攻

必  修 選  択

   教科特講（国語Ⅰ） 2 　修了要件単位数

   教科特講（国語Ⅱ） 2 　５２単位以上

   教科特講（算数Ⅰ） 2

   教科特講（算数Ⅱ） 2

   教科特講（理科） 2

　 教科特講（社会） 2 　

   教科特講（外国語） 2

　 子どもと環境 2 　

　 子どもと表現 2 　

   教育職特論 2

　 教育原論 2

   道徳教育原論 2

   特別支援教育総論 2

   教育行政学 2

   教育課程特論 2

   総合的な学習の時間および特別活動指導特論 2

   教育相談特講 2

   教育心理学特講 2

　 生徒指導特論 2

   幼児理解の理論と方法 2

   心と健康 2

   人間関係論 2

   指導法特論(国語) 2

   指導法特論(社会) 2

   指導法特論(算数) 2

   指導法特論(理科) 2

   指導法特論(生活) 2

   指導法特論(家庭) 2

   指導法特論(体育) 2

   指導法特論（音楽） 2

   指導法特論（図画工作） 2

　 指導法特論（外国語） 2

   幼児教育指導特論 2

   言葉と児童文化 2

   表現と鑑賞 2

   環境と自然 2

　 実習指導（事前・事後の指導を含む） 1

   教育現場実習Ⅰ 2

   教育現場実習Ⅱ 2

   教育の方法と技術 2

　 ICT活用の理論と方法 1 　

   教育評価・統計法 2

　 介護等体験実習指導 1

　 介護等体験実習 1

　 教職実践演習（幼・小） 2

   修了論文 4

別表第３（学則第55条）

単 位 数
授 業 科 目 備      考
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　別表第４(学則第３９条)                           （円）

初等教育科 100,000

食物栄養科 120,000

２年次    　    　 590,000 130,000

　別表第５(学則第５７条)

　  専攻科福祉専攻 （円）

１年次 30,000 220,000 550,000 60,000

  　専攻科初等教育専攻 （円）

１年次 30,000 220,000 550,000 60,000

２年次    　    　 550,000 同    上

   別表第６(学則第５９条、第６０条、第６１条) 

     科目等履修生、特別聴講学生、研究生 （円）

１授業科目

20,000

　　6月 100,000

　　1年 200,000

研究生 30,000 100,000 200,000 30,000

   　

   　

教育研究料 (年額)

１年次 30,000 200,000 590,000

入学
検定料

入学金
授業料
（年額）

施設設備費
（年額）

130,000

入学金 授業料

　入学検定料

特別聴講学生 30,000    　

科目等履修生 30,000    　

  　　　　納入金
 区分

　入学検定料

入学金 授業料

教育研究料
(年間)

教育研究料
(年間)

入学金 授業料
教育研究料
(年間)

同    上

　入学検定料

  　　　　納入金
 学年

  　　　　納入金
 学年

  　　　　納入金
 学年
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別表第７（学則第3条、第51条）

食物栄養科
食物と栄養・健康における教育研究と人間教育を通じて、栄養学に関する専門的な知
識・技能を生かしながら社会全体の生活の質や福祉の向上に貢献できる人材を養成する
ことを目的とする。

初等教育科
教育・保育における教育研究と人間教育を通じて、教育学に関する専門的な知識・技能
を生かしながら社会全体の生活の質や福祉の向上に貢献できる人材を養成することを目
的とする。

専攻科
初等教育専攻

初等教育に関する専門的な教育研究と人間教育を通じて、教育理論に基づいた高度な知
見と実践力により教育的課題の発見と解決に貢献できる人材を養成することを目的とす
る。
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別府大学短期大学部学則の一部改正について 
 

令和７年６月２５日 
 
別府大学短期大学部学則について、次のとおり一部改正を行う。 
 

Ⅰ 改正事由 
（1）別府大学短期大学部初等教育科の入学者数は、200名の入学定員に対し昨年度 194名、

本年度 156 名と逓減している。今後、大分県の 18歳人口が減少し、保育士・幼稚園教
諭の社会的ニーズも縮小すると見込まれること、高校生の四大志向が強まりつつある
ことなどから、現在の入学定員を充足することが一層難しくなっていくと予想される。
これらの状況を踏まえ、令和 8 年度から入学定員を 200 名から 180 名に改定すること
としたい。 

 
Ⅱ 改正の内容 
   第 3 条に定める初等教育科の入学定員「200」を「180」に、収容定員「400」を「360」

に変更する。 
 
Ⅲ 改正の時期 

 令和 8年 4 月 1 日 
 

Ⅳ 改正部分の新旧対照表 
新（改正案） 旧（現行） 

第1条～第2条 （略） 
 
第 3 条 本学において設置する学科及びその学生定
員は、次のとおりとする。 

学科及び専攻課程 入学定員 収容定員 
食物栄養科    ４０    ８０ 
初等教育科   １８０   ３６０ 

２ それぞれの科の人材養成に関する目的その他の
教育研究上の目的を別表第７のとおり定める。 
 
第4条～第７０条 （略） 
 

 附 則 

１．この学則は、令和8年4月1日から施行する。 
 

第1条～第2条（略） 
 
第 3 条 本学において設置する学科及びその学生定
員は、次のとおりとする。 

学科及び専攻課程 入学定員 収容定員 
食物栄養科    ４０    ８０ 
初等教育科   ２００   ４００ 

２ それぞれの科の人材養成に関する目的その他の
教育研究上の目的を別表第７のとおり定める。 
 
第4条～第70条 （略） 
 
【追加】 
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令和 ７ 年度

第 ２ 回 理 事 会 決 議 録

令 和 ７ 年６月２５日（水）

別府大学本館５階５１１会議室

学校法人 別府大学
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令和７年度 第２回理事会決議録

一、日 時 令和７年６月２５日（水）１５時５５分～１６時０５分

一、場 所 別府大学本館 ５階 ５１１会議室

一、理事現在数 ９名（理事定数９名以上１１名以内、旧寄附行為第５条第１項第１号）

一、出席理事 ９名 二宮滋夫、西村靖史、友永植、岩武茂代、盛本功爾郎、宇野世史也、

福島知克、戸髙有基、菊口邦弘

一、欠席理事 なし

一、出席監事 ２名 此本英一郎、小野秀幸

一、欠席監事 なし

一、議 事

（１）議案審議事項

第１号議案 人事について

・令和７年６月定時評議員会終結時を始期とする理事の選任について

第２号議案 別府大学学則の一部改正について（定員変更）

第３号議案 別府大学短期大学部学則の一部改正について（定員変更）

（２）その他

１５時５５分、事務局から寄附行為第１９条第１項に規定する会議成立に必要な過半数の理

事の出席について確認した。

一、理事長挨拶

二宮理事長から挨拶があった。議事録作成係について、議長から簔田総務部長、大町財務部

長に議事録作成の委嘱があった。

議事録署名人は、議長、盛本理事、宇野理事、此本監事及び小野監事が行うことを確認し、

議案の審議に入った。

ー意志決定書ー2ー



（１） 議案審議事項

第１号議案 人事について
（略）

第２号議案 別府大学学則の一部改正について

議長から、別府大学学則について、次のとおり一部改正を行いたい旨の説明があり、審議の結果、

異議なく承認された。

Ⅰ 改正事由

別府大学食物栄養科学部発酵食品学科は入学定員の未充足が長年続いており、特に昨年度は

50名の入学定員に対し 22名、本年度は 20名と入学者数の減少傾向が顕著となった。これま

で高校への出前授業や魅力を伝える学科パンフレットの作成など、入学者確保に向けた取り組

みを講じてきたが、現時点では十分な成果に結びついていない。今後も少子化が進行し、進学

対象者の減少が一層深刻化することが予測される中、発酵食品学科の教育の質を維持しつつ、

収容定員の適正化を図るため、令和 8年度から発酵食品学科の入学定員を 50名から 40名に改

定することとしたい。

Ⅱ 改正の内容

第 4条に定める発酵食品学科の入学定員「50」を「40」に、収容定員「200」を「160」に変

更する。

Ⅲ 改正の時期

令和 8年 4月 1日

第３号議案 別府大学短期大学部学則の一部改正について

議長から、別府大学学則短期大学部学則について、一部改正を行いたい旨の説明があり、審議の

結果、異議なく承認された。

Ⅰ 改正事由

（1）別府大学短期大学部初等教育科の入学者数は、200名の入学定員に対し昨年度 194名、本年度

156名と逓減している。今後、大分県の 18歳人口が減少し、保育士・幼稚園教諭の社会的ニー

ズも縮小すると見込まれること、高校生の四大志向が強まりつつあることなどから、現在の入

学定員を充足することが一層難しくなっていくと予想される。これらの状況を踏まえ、令和 8

年度から入学定員を 200名から 180名に改定することとしたい。

（2）専攻科初等教育専攻は、入学定員 15名に対し、入学者数が昨年度 17名、本年度 22名と増加

している。加えて、本年度実施の大分県公立学校教員採用選考試験から採用時期延期の対象が

拡大され、これまでの大学院進学者に加えて短期大学専攻科への進学者も採用時期が延期され

ることとなり、専攻科の志望者の増加が見込まれる。これらの状況を踏まえ、令和 8年度から

入学定員を 15名から 20名に改定することとしたい。

Ⅱ 改正の内容

第 3条に定める初等教育科の入学定員「200」を「180」に、収容定員「400」を「360」に変

更し、第 52条に定める専攻科初等教育専攻の入学定員「15」を「20」に変更する。

Ⅲ 改正の時期

令和 8年 4月 1日
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（２） その他

議長から、その他の意見を求めたが、特に質問及び意見等はなかったので、議長はすべての

議事を終了することを告げ、１６時０５分に散会した。

令和７年６月２５日

議事録作成者

法人事務局総務部長 簔田祐二

法人事務局財務部長 大町玲子
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令和 ７ 年度

第 ２ 回 評 議 員 会 決 議 録

令和７年６月２５日（水）

別府大学本館５階５２０会議室

学校法人 別府大学
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令和７年度 第２回評議員会決議録

一、日 時 令和７年６月２５日（水）１５時３０分～１５時５０分

一、場 所 別府大学本館 ５階 ５２０会議室

一、評議員現在数 ２２名（評議員定数１９名以上２３名以内、旧寄附行為第１９条第２項）

一、出席評議員 ２２名 二宮滋夫、溝部芳明、盛本功爾郎、後藤善友、宇野世史也、

安倍武司、西貴之、立松洋子、友永植、西村靖史、木村靖浩、

髙木正史、岩武茂代、米持武彦、佐藤貴司、小河正二、小林育子、

酒井恵利子、福島知克、戸髙有基、菊口邦弘

一、欠席評議員 なし

一、出席監事 ２名 此本英一郎、小野秀幸

一、欠席監事 なし

一、議 事

（１）議案審議事項

第１号議案 人事について

・令和７年６月定時評議員会終結時を始期とする理事の

選任案に対する意見について

第２号議案 別府大学学則の一部改正について（定員変更）

第３号議案 別府大学短期大学部学則の一部改正について（定員変更）

（２）その他

１５時３０分、事務局から寄附行為第４５条第１項に規定する会議成立に必要な過半数の評

議員の出席について確認した。続いて、監事による本評議員会の議案審議事項の調査の結果、

特段の意見はなかったことが報告された。

一、理事長挨拶

二宮理事長から挨拶があった。

一、議長選出

寄附行為第４４条の規定に基づき、全員一致で二宮滋夫理事長を議長に選出した。

議長は、議事録作成係を法人事務局簔田総務部長及び大町財務部長に委嘱した。

議事録署名人を議長、盛本評議員、宇野評議員、此本監事及び小野監事が行うことを確認し、

議案の審議に入った。
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（１）議案審議事項

第１号議案 人事について
（略）

第２号議案 別府大学学則の一部改正について
議長から、別府大学学則について、次のとおり一部改正を行いたい旨の説明があり、理事会に先

立って意見聴取した結果、特段の意見なく承認された。

Ⅰ 改正事由

別府大学食物栄養科学部発酵食品学科は入学定員の未充足が長年続いており、特に昨年度は

50名の入学定員に対し 22名、本年度は 20名と入学者数の減少傾向が顕著となった。これま

で高校への出前授業や魅力を伝える学科パンフレットの作成など、入学者確保に向けた取り組

みを講じてきたが、現時点では十分な成果に結びついていない。今後も少子化が進行し、進学

対象者の減少が一層深刻化することが予測される中、発酵食品学科の教育の質を維持しつつ、

収容定員の適正化を図るため、令和 8年度から発酵食品学科の入学定員を 50名から 40名に改

定することとしたい。

Ⅱ 改正の内容

第 4条に定める発酵食品学科の入学定員「50」を「40」に、収容定員「200」を「160」に変

更する。

Ⅲ 改正の時期

令和 8年 4月 1日

第３号議案 別府大学短期大学部学則の一部改正について
議長から、別府大学学則短期大学部学則について、次のとおり一部改正を行いたい旨の説明があ
り、理事会に先立って意見聴取した結果、特段の意見なく承認された。

Ⅰ 改正事由

（1）別府大学短期大学部初等教育科の入学者数は、200名の入学定員に対し昨年度 194名、本年度

156名と逓減している。今後、大分県の 18歳人口が減少し、保育士・幼稚園教諭の社会的ニー

ズも縮小すると見込まれること、高校生の四大志向が強まりつつあることなどから、現在の入

学定員を充足することが一層難しくなっていくと予想される。これらの状況を踏まえ、令和 8

年度から入学定員を 200名から 180名に改定することとしたい。

（2）専攻科初等教育専攻は、入学定員 15名に対し、入学者数が昨年度 17名、本年度 22名と増加

している。加えて、本年度実施の大分県公立学校教員採用選考試験から採用時期延期の対象が

拡大され、これまでの大学院進学者に加えて短期大学専攻科への進学者も採用時期が延期され

ることとなり、専攻科の志望者の増加が見込まれる。これらの状況を踏まえ、令和 8年度から

入学定員を 15名から 20名に改定することとしたい。

Ⅱ 改正の内容

第 3条に定める初等教育科の入学定員「200」を「180」に、収容定員「400」を「360」に変

更し、第 52条に定める専攻科初等教育専攻の入学定員「15」を「20」に変更する。

Ⅲ 改正の時期

令和 8年 4月 1日
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（２）その他

議長から、その他の意見を求めたが、特に質問及び意見等はなかったので、議長はすべての

議事を終了することを告げ、１５時５０分に散会した。

令和７年６月２５日

議事録作成者

法人事務局総務部長 簔田祐二

法人事務局財務部長 大町玲子
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学則の変更の趣旨等を記載した書類 

（別府大学短期大学部初等教育科） 

ア 学則変更（収容定員変更）の内容

令和 8 年度から初等教育科の入学定員を 200 名から 180 名に、収容定員を 400 名か

ら 360名に改定する。 

イ 学則変更（収容定員変更）の必要性

初等教育科の入学者数は、200 名の入学定員に対し昨年度 194名、本年度 156名と逓

減している。今後、大分県の 18 歳人口が減少し、保育士・幼稚園教諭の社会的ニーズ

も縮小すると見込まれること、高校生の四大志向が強まりつつあることなどから、現

在の入学定員を充足することが一層難しくなっていくと予想される。これらの状況

を踏まえ、収容定員の適正化を図る必要があるため。 

ウ 学則変更（収容定員変更）に伴う教育課程等の変更内容

（ア） 教育課程の変更内容

特に変更なし 

（イ） 教育方法及び履修指導方法の変更内容

特に変更なし 

（ウ） 教員組織の変更内容

特に変更なし 

（エ） 大学全体や収容定員を増加する学科等で使用する施設・設備の変更内容

該当なし 

エ ２以上の校地において教育研究を行う場合の具体的計画

該当なし 

オ 大学設置基準第 25条の 4の規定に基づき授業の一部をサテライトキャンパス等の校舎

以外の場所で行う場合の具体的計画 

該当なし 

カ 教育課程等の特例制度の認定を受けた大学

該当なし 
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学生の確保の見通し等を記載した書類 

（１） 収容定員を変更する組織の概要
① 収容定員を変更する組織の概要

別府大学短期大学部初等教育科は、令和 8 年度入学生より入学定員及び収容定員
を次の通りとする。

学科 
現行 変更後 差 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 
初等教育科 200 400 180 360 △20 △40
合計 240 480 220 440 △20 △40

② 収容定員を変更する組織の特色
初等教育科は「教育・保育における教育研究と人間教育を通じて、教育学に関す
る専門的な知識・技能を生かしながら社会全体の生活の質や福祉の向上に貢献でき
る人材を養成すること」（別府大学短期大学部における人材養成に関する目的その
他の教育研究上の目的）を目的として、小学校教員養成、幼稚園教員養成、保育士
養成に取り組んでいる。

（２） 人材需要の社会的な動向等
① 収容定員を変更する組織で養成する人材の全国的、地域的、社会的動向の分析

小学校教員については全国的に不足しており社会的ニーズは高くなっている。文

部科学省による「令和 6年度（令和 5 年度実施）公立学校教員採用選考試験の実施
図 1 小学校 受験者数・採用者数・競争率の推移（文部科学省） 

ー学生の確保の見通し等ー1ー



状況について（令和 6年 12 月 26日公表）」によると、令和 6 年の全国の平均競争
率（採用倍率）は 2.2倍と過去最低となり、採用者数の増加に対して受験者数を確
保できていない状況である（図 1）。大分県においても令和 4 年から 6 年までの競
争率（採用倍率）は 1.2 倍→1.5倍→1.3 倍と低い水準で推移している。 
 保育士についても社会的ニーズに対して人材供給が不足している。少子化が進む
一方で、女性の就業率の上昇や、保育士の配置基準の改正により、保育士の需要は
今後も高い水準で推移することが見込まれる。こども家庭庁による「保育所等関連 
状況取りまとめ（令和６年４月１日）」によると、保育所・認定こども園等の数は
増加を続け、利用児童数は令和３年度の 2,742,071 人がピークになっているが、令
和 6 年度でも 約 270 万人が利用している（図 2）。 

 このような保育ニーズを反映して、保育士の有効求人倍率も令和 7年 1 月の時点
で 3.78 倍となっており、同時期の全職種平均の 1.34 倍と比較して高い水準となっ
ている。大分県においても令和 6年 1 月に 2.37 倍、令和 7年 1 月に 3.37 倍と、全
国平均と比べるとやや低いが保育士の需要が高い状態である。 

図 2 保育所等定員数及び利用児童数の推移（こども家庭庁） 
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② 中長期的な 18 歳人口入学対象人口の全国的、地域的動向の分析
18 歳人口は、ピークであった昭和 41 年には、約 249 万人であったが、令和 5 年
には 110 万人にまで減少。令和 23 年には 80 万人を切ることが予測されている（図
4）。

大分県年齢別人口に基づき、今後 10 年間の大分県 18 歳人口の推移を予測する

図 3 保育士の有効求人倍率の推移（全国）（こども家庭庁） 

図 4 18歳人口と高等教育機関への進学率等の推移（令和 5 年度文部科学白書） 
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と、令和 15 年には約 1000 人（10%）が減少する（図 5）。 

 
③ 収容定員を変更する組織の主な学生募集地域 

別府大学短期大学部初等教育科の入学者は 91％が大分県内の高校出身者である。
主な近隣県からの入学者は、熊本県（1.9%）、愛媛県（1.9%）、宮崎県（1.3％）、鹿
児島県（1.3％）となっている（表 1）。このような状況から初等教育科の入学者は、
今後も大分県出身者が多数を占めると見込まれる。 
表 1 2025 年度 初等教育科の出身高校所在地都道府県別の入学者数 
大分県 熊本県 愛媛県 宮崎県 鹿児島県 その他 

142人 3人 3人 2人 2人 4人 

91.0% 1.9% 1.9% 1.3% 1.3% 2.6% 

 
④ 既設組織の定員充足の状況 

別府大学短期大学部には、初等教育科以外に、食物栄養科がある。食物栄養科の
入学定員の充足状況は表 2の通りである。令和７年度から入学定員を 50名から 40
名に変更している。直近 5 年の入学定員充足率の平均は 90%を超えている。 
令和 7 年度からは食物栄養科のホームページを刷新するとともに、新たに開設し

たゼミナール形式の授業をコアにすることで学生の関心・進路に応じた履修モデル
を展開することとしており、これらの魅力を広報することで定員の充足を図ってい
く。 

表 2 食物栄養科の入学者数の推移 
 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

入学定員 50 50 50 50 40 

入学者数 42 59 41 39 36 

入学定員充足率 84% 118% 82% 78% 90% 

 
（３） 学生確保の見通し 
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図 5 大分県 18 歳人口の推移予測（「大分県年齢別人口」より作成） 
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① 学生確保に向けた具体的な取組と見込まれる効果 
ア. 既設組織における取組とその目標 

 別府大学短期大学部が学生募集のために特に重視して取り組んでいる活動はオ
ープンキャンパスと高校訪問である。オープンキャンパスは年 3 回（5 月、7 月、
8 月）実施している。過去 3 年間のオープンキャンパス参加者は次のとおりであ
る（表 3）。令和 6年度は高校生の参加者が減少したが、保護者を中心とする同伴
者の出席者数は増加していることから、高い関心を集めていると考えている。オ
ープンキャンパスを開催する毎に、開催内容や参加者数の結果を募集戦略会議に
おいて分析し、次回の開催に向けた改善と対策をおこなっている。 

表 3 オープンキャンパス参加者数推移（全学） 
 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 

高校生 434 人 443 人 405 人 

同伴者 197 人 223 人 255 人 

 高校訪問については、大分県内の 55 校の高等学校毎に年間 5 回以上を実施して
いる。特にオープンキャンパス参加者がいる学校については、学校長や進路主任
に対して本学の教育・研究内容の特色や就職実績などを詳しく説明するとともに、
本学に対する要望等をヒアリングすることで、高校における進路指導に有益な情
報の提供に努めている。 
 オープンキャンパスと高校訪問以外では、令和 6 年度に県内 4 高等学校と新た
に連携協定を結び、主に高等学校の探究学習を大学・短大が支援する体制が整備
された。令和 7 年以降はこの連携協定により本学と高等学校の協力が本格化する
予定である。 
以上のような県内高等学校との緊密な関係構築による情報提供体制と、これか

ら発展が期待される高等学校との連携事業により、入学定員充足率や収容定員充
足率を高めることが期待できる。 
 

イ. 収容定員を変更する組織における取組とその目標 
 初等教育科の過去 3年間のオープンキャンパス参加者数は表 4のとおりである。
令和 6 年度はやや参加者数が減少しており、これまで以上に PR 等に努力する必
要がある。 

表 4 オープンキャンパス参加者数推移（初等教育科） 
 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 

高校生 338 人 347 人 318 人 

同伴者 148 人 194 人 210 人 

PR 活動を推進するため、令和 7 年 4月からは大学ホームページが全面リニュー
アルされた。新しいデザインとなったホームページに、初等教育科の教育・研究活
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動や、行事やイベント情報などの情報発信を積極的におこなう。特に高校生が参
加可能なイベント等を企画し情報発信することで、県内の高校生にむけた宣伝・
広報を強化する。また、SNS（Facebook, Instagram 等）による情報発信も強化す
る予定である。 
また、近年は公立小学校教員採用試験での実績が向上しており、令和 4 年度は

12人、令和 5年度 21 人、令和 6年度 16 人が合格している。この実績により、初
等教育科における小学校教諭二種免許状の取得者も増加傾向である（令和 4 年 4
名、令和 5年 61 人、令和 6 年 56 人）。さらに、令和 7年度の大分県公立学校教員
採用選考試験から採用時期延期の対象が拡大され、これまでの大学院進学者に加
えて短期大学の専攻科への進学者も採用時期が延期されることとなり、本学の専
攻科初等教育専攻への進学メリットが向上したことから、初等教育科の志望者の
増加が期待できる。 
 

ウ. 当該取組の実績の分析結果に基づく、収容定員を変更する組織での入学者の見込
み数 
 本学初等教育科の入学者数の推移は表 5 のとおりである。令和 7 年度入学定員
充足率は 78％となったが、オープンキャンパスや高校訪問、ホームページや SNS
による情報発信といった募集活動の強化を計画していること、競合校には無い小
学校教員養成課程があること、進学先として専攻科初等教育専攻（小幼一種教員
養成課程）を併設しており、小学校教員希望者が増加傾向であることなどから、
180 人に定員変更後は 180 名の入学者数を見込んでいる。 

表 5 初等教育科の入学者数の推移 
 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 5 ヶ年平均 

入学定員 200 200 200 200 200 200 

入学者数 196 213 202 198 156 193 

入学定員充足率 98% 107% 101% 99% 78% 97% 

 
 
② 競合校の状況分析 
ア. 競合校の選定理由と収容定員を変更する組織との比較分析、優位性 

大分県内の私立短期大学のうち学問分野の類似性から以下の競合校を選定した。 

大学名 学科名 
入学

定員 

R7 

入学者 

初年度 

納入金 
取得可能資格 
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別府大学 

短期大学部

(別府市） 

初等教育科 200 156 105 万円 
小学校教諭二種免、幼稚園教諭二

種免、保育士、認定絵本士 

別府溝部 

短期大学 

（別府市） 

幼児教育学

科 
50 48 108 万円 

幼稚園教諭二種免、保育士、ピアヘ

ルパー、准学校心理士、上級救命講

習修了証、こども食物アレルギー実

務課程修了証、こども音楽療育士 

東九州 

短期大学 

（中津市） 

幼児教育学

科 
40  115 万円 

幼稚園教諭二種免、保育士、保健児

童ソーシャルワーカー、おもちゃイン

ストラクター 

 
県内では小学校教員養成課程を設置している競合校は存在していない。さらに、

短期大学卒業後に進学できる専攻科を設置している競合校も存在していない。こ
れらの点において本学初等教育科には優位性がある。 
 

イ. 競合校の入学志願動向等 
 競合校の入学者数の動向は表 6 のとおりである。本学と同市内にある別府溝部
短期大学は令和 7年度に定員変更を実施することで入学定員充足率 96％を実現し
ている。 

表 6 競合校の入学者数の推移 
短大 学科 定員/入学 R5 R6 R7 

別府溝部短期大学（別府市） 幼児教育学科 
入学定員 70 70 50 

入学者数 36 31 48 

東九州短期大学（中津市） 幼児教育学科 
入学定員 40 40 40 

入学者数 38 22 29 

 
ウ. 収容定員を変更する組織において定員を充足できる根拠等（競合校定員未充足の

場合のみ） 
本学初等教育科には競合校には無い強みとして、小学校教員養成課程がある。

教育現場において幼保小連携の必要性が高まる中で、本学初等教育科の教育課程
や教育・研究活動はさらに重要になり、高校生の進学先としての魅力も高まると
期待される。また近年、初等教育科からの公立小学校採用試験合格者が増加し、そ
の実績が県内で評価されることで、小学校免許取得を希望する入学者も増えてい
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る。また、本学では初等教育科卒業後の進学先として専攻科初等教育専攻（大学改
革支援・学位授与機構特例適用専攻科、小幼一種免教員養成課程）を設置してお
り、県内で小学校教員取得を希望する高校生の進学先として評価されている。こ
れらの本学の優位性について PR 活動を推進することで、180 名の入学定員を充
足できると考えている。 

エ. 学生納付金等の金額設定の理由
本学科の学生納付金は、昨今の光熱費、諸物価の高騰により継続した教育の質

の提供、収支バランスを十分考慮した上で、以下のとおり設定し、令和 8年度入
学生より適用する。

  入学金    200,000 
授業料等   920,000 
初年次納入金  1,120,000 
2年間納入金合計  2,040,000 

③ 先行事例分析
既設組織を廃止して新設組織を設置する場合ではないため、該当なし。

④ 学生確保に関するアンケート調査
収容定員に係る学則変更の届出であるため、アンケートは実施していない。

⑤ 人材需要に関するアンケート調査等
収容定員に係る学則変更の届出であるため、アンケートは実施していない。

（４） 収容定員を変更する組織の定員設定の理由
これまで述べてきたように、保育系の志願者、短期大学の志願者の減少等を踏ま

えると、入学定員・収容定員を削減しなければ、定員充足は困難である。初等教育
科はこの３年間の入学者数を踏まえて 180 人とする。この入学定員・収容定員の変
更によって、定員充足率 100％の実現を図る。
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別記様式第３号 

（用紙 日本産業企画 A4 縦型） 

教 員 名 簿 

学 長 又 は 校 長 の 氏 名 等 

調書 

番号 

役職名 フリガナ

氏名

〈就任（予定）年月〉 

年齢 保有 

学位等 

月額基本給 

（千円） 

現職 

（就任年月日） 

－ 学長 

トモナガ ショク

友永 植

〈令和 5年 4月〉 

文学修士 

別府大学短期大学部 学長 

（令和 5年 4月～令和 8年 3月） 
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